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□事業計画（令和８年度～令和 12年度）過疎地域持続的発展特別事業分        ４９ 1 

 2 

１． 事業計画（令和８年度～令和 12年度） 3 

２． 年度別事業計画（令和８年度概算事業計画） 4 

 5 

6 
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１. 基本的な事項 1 

(１) 町の概況 2 

（ア）町の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 3 

只見町は福島県の西南・南会津郡の西北部にあり、西南端は新潟県に接し東経 139°19′4 

北緯 37°20′海抜 377ｍに位置しています。町の総面積は 747.56ｋ㎡と広大で、面積の5 

94.0％は山林原野で占められた峡谷型の純山村です。周囲を高い山々に囲まれ、その山間を6 

縫って伊南川と只見川が支流を集め流れています。 7 

集落と農耕地は河川の流域に沿って散在し、伊南川右岸には金石が鳥屋山を頂点とする8 

1,000ｍ 級の山々が連なっています。地質には堆積岩が多く含まれ、林産資源や地下資源が9 

豊富で農業や林業が盛んです。 10 

一方、只見川左岸一体は第三紀の地層からなり、浅草岳等からなる鳥海火山帯に属する旧11 

活火山帯です。輝石安山岩で覆われているため林産資源には恵まれない反面、地下資源に恵12 

まれていて、以前には銅・亜鉛等の採掘が行われていました。 13 

気候は日本海型に属し、わが国でも指折りの豪雪地帯で、年間の降雪累計は 18ｍ、積雪14 

量は３ｍ～４ｍにも及び特別豪雪地帯に指定されています。 15 

只見町の歴史は古く、縄文時代から人々の営みがあったとされ、鎌倉時代になると山内氏16 

が伊北郷（只見地方）を領し、江戸時代には徳川幕府の直轄地に編入され「南山御蔵入領」17 

と呼ばれました。明治維新後は「若松民政局田島分局」、明治 2 年「若松県」、明治 9 年18 

「福島県」に属し、明治 22 年町村制施行後には村の変遷をたどり、昭和 30 年、伊北村・19 

明和村が合併して只見村に改称、さらに、昭和 34 年朝日村と合併し只見町となりました。 20 

昭和 34 年の町村合併や只見川電源開発事業などにより、一時、人口は１万３千人余まで21 

増加しました。その後、事業の終息による労働者の転出や新規学卒者の就職・進学による転22 

出などで労働力人口が激減した上、自然増が自然減を著しく下回る状況が続きました。 23 

近年は、少子高齢化や人口流出の進行などとあわせて、長引く景気低迷などによる地域活24 

力の低下により集落の森林の荒廃や遊休農地などを生む厳しい状況が続いています。 25 

一方、当町が持つ世界に誇りうる豊かな森林や農地の適正な管理は、下流域での土砂災害26 

の防止、水源の涵養、安心・安全な食料の供給、二酸化炭素の吸収といった極めて重要な役27 

割を果たしています。また、いくつものダムでの水力発電によるクリーンエネルギー産出を28 

通じて、都市部の社会経済活動を支えています。 29 

こうした過疎地域がもつ機能を十分に発揮するために、累々と歴史を重ねたこの郷土を30 

守り、そこで暮らすための様々な施策に取り組み、豊かな自然を守り、地域の個性ある文化31 

などを維持していくことを推進しています。 32 

 33 

（イ）町における過疎の状況 34 

人口等の動向 35 

少子高齢化・過疎化は確実に進み、自然減による人口減少が深刻な問題となっています。 36 

また、集落によっては世帯数の減少などに伴い「限界集落」に近いところも出てきており37 

ます。これにより、担い手の不足等による森林・農地の荒廃や、共同作業「ゆい」の習慣が38 

失われつつあり、町に伝わる伝統行事等の継続が難しい状況であるといえます。さらには、39 

近くに商店がなく生活必需品が入手できない等、コミュニティ機能の低下が進行する集落40 

は珍しくありません。 41 
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よって、長年にわたり過疎関連法により施策された事業を引き継ぎ、今後も過疎地域が持1 

続的な発展をしていくための様々な支援策を進めるにあたっては、これまで以上に我々の2 

知恵が必要となっています。 3 

 4 

これまでの過疎対策 5 

この地域を活性化させ経済的に自立させるため、これまでの過疎地域自立促進法におい6 

ては、次の点に最大限の努力を傾注してきました。 7 

①全国屈指の豪雪地帯である本町は、只見町第七次振興計画において、「雪と暮らすまち」 8 

を理念の一つとして掲げ、冬季でも安心して暮らせる地域づくりのために雪に強い交通 9 

基盤整備、除雪体制整備に努めました。 10 

②高齢化の影響による介護施設の不足を解消するため、介護施設の整備を実施するととも11 

に、高齢者世帯等の除雪問題を解消するため除雪費の一部を助成する制度と併せて除雪12 

事業者の除雪機の購入費補助を実施するなどソフト面での支援も実施し高齢者福祉に努13 

めました。 14 

③安心・安全な暮らしづくりのため、地域医療の拠点である朝日診療所整備及び医療設備 15 

充実による医療・保健・福祉の一体化を推進するための努力をしました。あわせて、地 16 

域住民の防災上必要な設備として防災行政無線のデジタル化などに努めました。 17 

④水辺林や清流の流れる生活環境を守るための下水道整備とあわせて、生活に必要な安全 18 

な水の供給を図る上水道の整備に力を注いできました。 19 

⑤次世代を担う子どもたちの教育の充実を図るため、小中学校や振興センターの改築・改 20 

修等を実施するとともに、只見高校振興対策や放課後児童対策などソフト面での支援に 21 

も努めました。 22 

   23 

現在の課題と今後の見通し 24 

町の基幹産業である「第一次産業」の中心である水稲栽培は、減反政策の廃止や米離れに25 

よる米余りが続き産品の価格が維持できない状態が続いていましたが、近年では一転供給26 

体制の不安定さにより米価高騰が起きるなど価格上昇の傾向も見受けられますが、不透明27 

であり打開策を見出せないまま推移しています。転作作物として有望視されている花きや28 

夏秋トマトの栽培も、労働力の高齢化や小規模農家主体の事業経営のため、価格競争等の面29 

で大規模産地との競合で伸び悩んでいる状況です。また近年では、異常気象や獣害による作30 

物等への被害も発生し厳しい経営が続いております。 31 

今後は高齢化による離農を理由とした遊休農地の解消のため、農地の集積による効率的32 

利用や企業など多様な担い手参入による雇用創出が必要とされます。また、食に関する消費33 

者の関心が高くなっており、安心・安全な生産物の提供や地域特性を生かした高付加価値農34 

業の展開、さらには第一次・第二次産業と観光・レクリエーションの第三次産業を結びつけ35 

た第六次産業化での幅広い事業展開が必要とされています。 36 

林業についても、災害防止、水源涵養、地球温暖化をはじめとした森林の多面的機能の発37 

揮に寄与する新たな事業展開に向け、主体となる森林組合の事業展開見直しや受託作業拡38 

大などが必要です。 39 

「第二次産業」は立地条件や流通環境が悪い上、国際的な経済危機など景気の動向に阻害40 

され、新規起業や企業誘致、設備投資が低迷を続ける厳しい状況ではありますが、既存の町41 

内企業の技術力は高く評価されています。開通が迫った国道 289号の福島・新潟県境（八十42 

里越）は、新潟県の経済圏へ直接アクセスが可能となり、本町にとって雇用環境の改善、起43 
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業や企業誘致等の促進に寄与する期待感があります。今後は、高度な技術力を維持・向上す1 

る内発的な取組みを継続することが必要です。 2 

「第三次産業」の商業は長引く不況とデフレによる価格破壊、あるいは大型店舗への消費3 

流出による停滞から抜け出せない状況にあり、サービス業においても観光客の減少や価格4 

競争などで厳しい状況となっています。一部の事業者においては農林業同様、後継者確保が5 

出来ず、存続の難しい事業者が見られる状況です。当町には令和 4年 10月に全線運転再開6 

したローカル線の王者只見線、そしてユネスコエコパーク登録の根拠となった世界屈指と7 

も評価される貴重なブナ森があり、これらの資源を活用し農業・商業・観光などの産業連携8 

を新たな切り口とした地域活性化を図る事がポイントとなっています。 9 

前述した国道の開通は、交通量等の増大による交流人口の拡大などが期待される一方、地10 

域にとっては労働力の流出などによる疲弊を招く危険性があります。従って、期待する部分11 

は大きく膨らませながらも、警戒部分についての具体的対策を急がなければなりません。 12 

いずれにしても、各産業においてプレイヤー不足も顕著であり、農業・商業・観光業など13 

の各分野が相互に時代潮流にあった新たな振興策が今後の課題になっています。 14 

医療や福祉の分野においては、高齢化の進行により高齢者や要介護者の自宅での家族介15 

護が難しい事態に至っています。機器のハイテク化や情報の高度利用技術によってカバー16 

できる課題は別として、介護などマンパワーに頼らざるを得ない分野については、訪問介護17 

やデイサービスなどの充実とあわせて、在宅福祉サービスの充実など保健・福祉・医療の連18 

携が重要な課題となっています。 19 

教育分野においては、平成 26年の「只見ユネスコエコパーク」登録を契機として、小中20 

学校のユネスコスクール登録を進め、平成 29年度には町内４小中学校全ての登録が完了す21 

るとともに、海洋教育の視点を付加した、持続可能な開発のための教育（ESD）に積極的に22 

取り組んできました。また、国の GIGAスクール構想を活用して整備した校内通信ネットワ23 

ークと一人一台のタブレットを活用した学習を推進しています。 24 

今後はこれまでの事業展開に加えて、ICTとの最適な組み合わせによって、時間的・空間25 

的な制約を超えて多様な学びを実現すべく、子どもたちに単に知識を獲得させるだけでな26 

く、その知識を活用して社会と連携・協働しながら、持続可能な未来の創り手となるために27 

必要な資質・能力を育む学びへの転換に取り組む事としています。 28 

さらには、町内３つの小学校は学齢人口の減少から小学校統合の方針が決定したため、速29 

やかな統合の推進と教育環境の充実を図ることが求められています。 30 

情報化の推進においては、観光・防災・医療・福祉や教育、さらには行政情報の発信など、31 

様々な分野において整備した防災行政 Wi-Fi環境の積極的な活用が必要となります。 32 

公共交通については、町ではデマンドタクシー運行と民間事業者によるスクールバス運33 

行を行い、町内交通の確保、隣町の二次医療機関への通院や観光客の交通対策としては定期34 

路線バスの運行を実施しましたが、国道 289 号の開通を見据えた公共交通体制の構築が必35 

要となっています。 36 

 37 

（ウ）産業構造の変化、地域の経済的な立地特性、県の総合計画等における位置付け等を踏ま38 

えた只見町の社会経済的発展の方向と概要 39 

第三次産業就業者はほぼ横ばいで推移しているものの、第二次産業就業者は公共事業の40 

減少に伴う建設業者の統合、誘致企業の製造業者の撤退など厳しい就業状況にあります。ま41 

た町の基幹産業である第一次産業も減少しており、より厳しさが増す現状にあります。 42 

第一次産業の主となる農業は、遊休農地解消による農地の流動化を促進し、企業参入や若43 

い大規模専業農家など新たな担い手の育成が必要となっています。園芸作物である花卉・ト44 
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マト栽培についても、高付加価値作物として依然として有力であり、経営の合理化と優良品1 

種の導入による安定した経営を実践する農業者の育成が必要です。また、消費者ニーズに対2 

応した安心・安全な商品の生産を行い消費者の期待にこたえると同時に、地産地消による地3 

域内での循環やいち早く消費者に供給できるネットワークを構築し、既存の流通機構にと4 

らわれない時代に即した手法で対処することで、産地間の価格競争下で高付加価値による5 

高値安定化を図ることが必要となっています。 6 

林産業においては、豊富な林産資源を活用し、木材・山菜等を第一次加工にとどめること7 

なく、付加価値の高い製品の研究開発と規模拡大・販路開拓に努める必要があります。 8 

企業誘致においては、雇用機会の拡大を図るために、誘致のための抜本的な条件整備を促9 

進し、高付加価値型企業や地場資源活用型企業の誘致を急ぐ必要があります。 10 

観光やレクリエーションのあり方も、コロナ禍において、団体旅行から個人旅行へ、また11 

自然志向や農業体験など、モノ消費の観光ではなく体験型観光を重視したものに変わって12 

きました。「只見ユネスコエコパーク」となった自然資源はもちろん、令和４年 10月に全13 

線運転再開したローカル線の王者「只見線」など大きな資源を活用した只見町の体験メニュ14 

ー造成などの事業展開を支援する事で、交流人口・関係人口を増やし地域活性化を図ります。15 

さらには、開通を控えた国道 289 号八十里越を見据え奥会津の玄関口として広域的な情報16 

発信や誘客促進、交流の場となる拠点整備を行い、地域内活性化を図ります。 17 

 18 

(２) 人口及び産業の推移と動向 19 

人口の推移は、表 1-1（1）に示す通り昭和 55年から同水準の減少率で推移しています。年20 

齢区分による動向では平成 17 年にかけ 65 歳以上人口が増加してしているのに対し、０歳か21 

ら 64 歳人口の減少率が大きいことから、少子高齢化が著しく進行しています。平成 17 年以22 

降は 65歳以上人口も減少に転じており、少子化や自然減、または雇用喪失による新規学卒者23 

の転出による要因が主になっています。 24 

 このような全体の人口減少は、「表 1-1（2）」人口の見通しで見られるように、今後も下降25 

線を描くものと考えられ少子・高齢化がさらに進んでいくものと考えられます。 26 

27 
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表 1-1（1）人口の推移（国勢調査） 1 

区分 昭和 55年 平成２年 平成 17 年 平成 27 年 令和２年 

  実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 7,271 人 6,170 人 -15.1% 5,284 人 -14.4% 4,470 人 -15.4% 4,044 人 -9.5% 

0 歳～14 歳 1,445 人 969 人 -32.9% 590 人 -39.1% 426 人 -27.8% 353 人 -17.1% 

15 歳～64 歳 4,708 人 3,721 人 -21.0% 2,599 人 -30.2% 2,067 人 -20.5% 1,783 人 -13.7% 

  

うち 

15 歳～ 

29 歳（a） 

1,046 人 653 人 -37.6% 468 人 -28.3% 375 人 -19.9% 334 人 -10.9% 

65 歳以上 

（b） 
1,118 人 1,480 人 25.9% 2,095 人 41.6% 1,977 人 -5.6% 1,908 人 -3.5% 

(a)/総数 

若年者比率 
14.4% 10.6% － 8.9% － 8.4% － 8.3% － 

(b)/総数 

高齢者比率 
15.3% 24.0% － 39.6% － 44.2% － 47.2% － 

 2 

表 1-1（2）人口の見通し 3 

 4 

5 
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(３) 町行財政の状況 1 

（ア）行政 2 

只見町では都市部追従の地域振興とは決別し、都市部にはない只見地域の豪雪が特徴づ3 

ける豊かな自然環境、それをよりどころとする伝統的な生活・文化・産業を活かしたまちづ4 

くりを進めてきました。その結果、平成 26年に「只見ユネスコエコパーク」の登録が実現5 

し、世界的にも只見地域の価値が認められました。このユネスコエコパークの理念は、平成6 

28 年度に作成した「第七次只見町振興計画」における事業を推進するうえで非常に重要な7 

役割を持ち、生活基盤整備以外に代々この地域で受け継がれてきた自然・歴史・文化・暮ら8 

し・産業などの豊かな自然の中に暮らす人間が、本来持つ大切な価値観を築くための諸施策9 

を実施するとともに、「第八次只見町振興計画」へも引き継がれています。 10 

少子高齢化の進行や社会情勢の変化により行政需要は多様化、複雑化しており、地域の実11 

情に応じた的確な施策の展開が求められており、これまで以上に住民と行政が協働で取り12 

組む事が重要となっています。住民と行政との強い信頼関係を保つため、情報の公開や公聴13 

機能の充実に努めるとともに、人と人との結びつきによる地域活動を力強く支援し、地域内14 

の交流やふれあいによる助け合いの意識を深め、山間地域ならではのあたたかさ、豊かさを15 

実感できる自立した町づくりを目指します。 16 

また、令和４年４月１日に町組織機構改革を行うとともに、令和５年には只見町行政改革17 

大綱を見直しました。今後は、組織機構の検証を行いながら組織体制の効率化を図るととも18 

に、住民の利便性やサービス向上に努めます。 19 

 20 

（イ）財政 21 

本町財政の現状は表 1-2（1）で示すとおり、平成 22年と令和２年度の比較を見ると、歳22 

入では地方債において 92.5％、歳出では投資的経費が 17.3％の増加となっています。 23 

歳入増加の要因である地方債は、近年の大規模事業による投資的経費の増加によるもの24 

であり、これにより地方債残高が年々増加していることから投資的経費の抑制を図り、地方25 

債発行に依存しない財政運営が望まれます。また、一般財源は、平成 22年度と令和２年度26 

を比較して 6.6％増加していますが、大規模償却資産の減価償却が年々進んでいることによ27 

る固定資産税の減、人口減少による町民税の減など、地方税においては年々減少している傾28 

向にあります。 29 

歳出では、平成 22年度と令和２年度を比較すると、義務的経費が 1.5%の減となっていま30 

すが、地方債残高においては平成 22年度と比較して 64.1％増加している状況です。 31 

このような歳入歳出の傾向から、令和２年度の経常収支比率は平成 22 年度と比較して32 

12.1 ポイント上昇しています。今後、国道 289 号八十里越開通を見据えた只見駅前の賑わ33 

い整備や役場庁舎建設、公共施設の老朽化による更新や維持補修などの大規模事業の実施34 

による地方債残高の増加により更に増加し財政硬直化が懸念されるため、事業の計画的な35 

実施と積極的な繰上償還により、地方債残高を削減して財政構造の改善を図る必要があり36 

ます。 37 

38 
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表 1-2（1）市町村財政の状況                                 （単位：千円） 1 

区分 平成 22年度 平成 27年度 令和２年度 

歳入総額 A 5,243,586 6,674,552 6,495,715 

 一般財源 3,550,519 3,746,951 3,783,163 

 国庫支出金 545,120 258,333 1,003,362 

 都道府県支出金 360,748 722,096 344,343 

 地方債 476,000 930,100 916,300 

  うち過疎債 41,800 456,700 554,700 

 その他 311,199 1,017,072 448,547 

歳出総額 B 4,951,830 6,337,879 6,294,337 

 義務的経費 1,600,232 1,427,909 1,575,828 

 投資的経費 963,053 1,377,253 1,129,425 

  うち普通建設事業 959,285 981,555 1,043,605 

 その他 2,089,297 3,439,416 3,507,639 

 過疎対策事業費 299,248 93,301 81,445 

最終歳出差引額 C（A-B） 291,756 336,673 201,378 

翌年度へ繰り越すべき財源 D 60,489 217,569 84,265 

 実質収支 C-D 231,267 119,104 117,113 

財政力指数 0.28 0.25 0.25 

公債費負担比率 15.7 9.8 12.4 

実質公債費比率 6.8 2.9 3.0 

起債制限比率 － － － 

経常収支比率 70.4 73.5 82.5 

将来負担比率 － － － 

地方債現在高 3,898,844 4,371,387 6,397,718 

表 1-2(2)主要公共施設等の整備状況 2 

区分 
昭和 55 平成２ 平成 12 平成 22 令和２ 

年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 

市町村道           

 改良率（％） 8.1 36.9 52.4 53.5 56.8 

 舗装率（％） 9.1 22.7 40.2 44.1 49.9 

農道          

 延長（ｍ） - - - 0 0 

耕地１ｈａあたり農道延長（ｍ） 16 6.6 5.7 0 0 

林道          

 延長（ｍ） - 104,907.5 110,671.2 111,677.9 111,677.9 

林野１ｈａあたり林道延長（ｍ） 12.6 4.97 5.24 5.29 5.29 

水道普及率（％） 76.6 79.7 85.4 91.0 91.4 

水洗化率（％） 8.6 25.5 14.9 79.0 80.9 

人口千人あたり病院・診療所の病床数 1.5 2.9 3.2 3.8 4.7 
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(４) 地域の持続的発展の基本方針 1 

只見町は、美しい自然に囲まれた山村です。その美しい自然と住民が共生しあって自然を2 

守り、親しみ、活かしながら生活してきました。そして古くから培われてきた相互扶助意識3 

を受け継ぎ、人と人が支えあい、助け合いながら豊かで健やかな暮らしを送ってきた結果と4 

して、世界に認められる「只見ユネスコエコパーク」に登録となりました。 5 

少子高齢化や人口減少、ライフスタイルや価値観の多様化は、これまでの地域コミュニテ6 

ィの維持が難しい時代を迎えていますが、只見町が有する固有の価値・魅力を維持・発展さ7 

せ、多様な立場（住民、団体、起業、行政など）が連携し、異なる視点や価値観のもとで多8 

方面から意見を出し合いながら、それぞれの立場で主体的にまちづくりを実践していくこと9 

で、只見町を次世代へ確実に繋げていく、持続可能な地域社会の形成につながると考えてい10 

ます。そしてその実現のため、次の基本理念と基本目標を定めます。 11 

   12 

■基本理念 13 

    つなぐ未来へ 人と、町と、自然とともに 14 

      ともに生き、ともに想い、ともに創る自然首都・只見 15 

■基本目標 16 

横断目標  未来へつなげるまちづくり 17 

基本目標Ⅰ つながり協働し合うまちづくり 18 

基本目標Ⅱ 健康で共に支え合い住み続けられるまちづくり 19 

基本目標Ⅲ 産業の育成と賑わい・交流を生み出すまちづくり 20 

基本目標Ⅳ 住みやすさを実感できるまちづくり 21 

基本目標Ⅴ 学び・スポーツ・文化が結ぶ 心つながるまちづくり 22 

「第八次只見町振興計画より抜粋」 23 

(５) 地域の持続的発展の基本目標 24 

人口に関する目標 26 

定住人口の維持(目標) Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

過疎地域の人口 

(人) 

推計 3,551 3,470 3,389 3,308 3,227 

目標 3,278 

※推計:国立社会保障・人口問題研究所の推計(日本の地域別将来推計人口)から算出 27 

※目標:「只見町人口ビジョン」から算出 28 

 29 

財政に関する目標 30 

経常収支比率 (目標) Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

経常収支比率 

（％） 

推計 84.8 83.6 82.4 81.2 80.0 

目標 80.0 

※推計:「只見町中期財政見通し」から算出 31 

 32 

社会増減に関する目標 34 

社会増減数 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

社会増減数（人） 目標 ▲10 ▲8 ▲5 ▲3 0 

※目標：「第３期只見町総合戦略」から算出 35 
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 1 

(６) 計画の達成状況の評価に関する事項 2 

本計画の取り組みについては、全庁的に実施している只見町実施計画、住民が構成員となっ3 

ている総合戦略などの毎年度の進捗管理により、事業毎に事業評価や効果検証を行います。 4 

また、記載事業をはじめとする計画全体の進捗状況については、実施計画の議会報告、ホー5 

ムページなどによる日常的な情報発信などの方法により周知を図ります。 6 

 7 

(７) 計画期間 8 

令和８年４月１日～令和 13年３月３１日 9 

 10 

(８) 公共施設等総合管理計画との整合 11 

 本町の公共施設は、建築後 30年以上経過した建物が全体の 4割あります。今後多くの施設12 

が更新時期を迎えることとなり、大規模改修・更新を続ける場合、町の財政や行政サービスの13 

維持に重大な影響を及ぼす可能性があります。 14 

これらを踏まえ、人口構成の変化に伴う町民ニーズの変化に対応しながらそのバランスや15 

長期的な視点に基づき、公共施設の適切な管理・運営、安全で快適な利用環境を実現するため16 

に、「只見町公共施設等総合管理計画」を平成 29年 3月に策定（令和４年改訂）し、①供給17 

量の適正化、②既存施設の有効活用、③効率的な管理・運営という３つの視点により、更新費18 

用の平準化を進める基本的な考え方を定めています。 19 

本計画に記載された全ての公共施設等の整備について、只見町公共施設等総合管理計画と20 

の整合性を図りながら、関連する公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するとともに、21 

過疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 22 

 23 

※公共施設等の管理に関する基本的な考え方 24 

視点① 供給量の適正化 25 

将来の人口動向や財政状況を踏まえ、施設総量（延床面積）の縮減、公共施設のコンパク26 

ト化（複合化・集約化、廃止および取壊し等）により、「供給量の適正化」を図ります。 27 

 28 

視点② 既存施設の有効活用 29 

老朽化の状況や利用実態及び需要の見通しを踏まえ、今後も継続していく必要がある施30 

設については、計画的な修繕・改善による施設の品質の保持や機能の改善に努め、施設の長31 

寿命化を推進し、「既存施設の有効活用」を図ります。 32 

 33 

視点③ 効率的な管理・運営 34 

情報の一元管理や共有を図るための管理システムの構築、公共施設の将来の維持管理費35 

用を平準化し、全庁的な推進体制の確立および民間活力導入の検討などにより、「効率的な36 

管理・運営」を推進します。 37 

「只見町公共施設等総合管理計画より抜粋」 38 

39 
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２. 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 1 

(１) 現況と問題点 2 

（ア）移住・定住の促進 3 

本町では、移住政策を積極的に実施し人口減少対策を図ってきましたが、若年層を中心とし4 

た社会減は依然として続いています。地域や産業の担い手が不足する中、移住による新たな担5 

い手の確保は有効な手段であり、新たな視点で地域の魅力発見や空き家・遊休農地の対策な6 

ど、集落活性化を生み出す貴重な存在になるものと期待でき、増加させる取り組みが必要で7 

す。また、国が推奨する地域おこし協力隊等の活用も一つの有効手段として考えられます。 8 

今後は、移住定住の受け入れを積極的に進めるため、仕事や住まい、子育て環境など生活全9 

般の魅力を高める、地域の魅力を効果的に発信する仕組みづくりが求められています。 10 

 11 

（イ）地域間交流 12 

新型コロナウイルス感染症により低迷した観光客の復活を目指し、日本有数のローカル鉄13 

道只見線や開通を控えた国道 289 号八十里越の沿線関係地域との交流による広域的な観光の14 

展開や、恵みの森でのトレッキングなどの地域資源を活用した観光需要の発信、サテライトオ15 

フィス誘致やテレワーク施設整備などを行い交流人口や関係人口の増加を図り移住定住に繋16 

げていくことが必要です。 17 

また、移住・定住者等を積極的に受け入れ、新たな視点での集落活性化や空き家・遊休農地18 

の対策など地域活性化を図るため、受け入れ体制整備や情報の提供などの仕組みづくりを行19 

い、地域間交流を拡大させることが必要です。 20 

 21 

（ウ）人材育成 22 

人材育成については、将来的に地域を担う子供たちの教育として、ユネスコスクールの理23 

念に基づくＥＳＤ（持続可能な発展のための教育）や世界的な取り組みとなっているＳＤＧ24 

ｓ（持続可能な開発目標）に基づき、持続可能な地域の在り方と「只見学」による地域学習25 

を通して地域に対して誇りや自信を持てる教育を実行し、社会人となっても地域で暮らす、26 

又は地域を担うために帰郷する人材の還流が課題です。 27 

また、多様で変化に富んだ社会にくじけず対応できる人間力を育成するため小学校・中学28 

校・高校と連携した取り組みを行い、課題を発見し、研究し、発表し、実践する取り組みを行29 

い社会人となったときに多様な出来事に対応できる人材の育成が必要です。 30 

持続可能な地域を構築するために成人向けとしても地域を担うリーダーの育成や起業等を31 

応援する研修制度、時代に即した生涯学習体制の構築や支援が求められます。 32 

 33 

(２) その対策 34 

（ア）移住・定住の促進 35 

①定住等の相談窓口や移住コーディネーターの設置（情報の一元化） 36 

②空き家等を活用したお試し住宅（定住生活体験住宅）の整備・運用 37 

③町の定住支援策や生活するための解説書（ガイドブック）の作成 38 

④空き家等生活できる住居の情報提供（空き家バンク制度の拡充） 39 

⑤各種課題に対しての地域おこし協力隊の活用検討 40 

⑥ＵＩターンを促進する経済支援体制の拡充 41 
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⑦特定地域づくり事業協同組合の運営支援 1 

⑧地域人材育成のための奨学金制度運営 2 

 3 

（イ）地域間交流の促進 4 

①地域観光資源の情報発信 5 

②サテライトオフィス・テレワーク施設の整備促進 6 

③地域資源を活かした観光施設整備の促進 7 

④ブナセンターを拠点とした大学等学術機関との連携 8 

⑤只見線や只見町の地域応援者（ファン）との交流強化 9 

⑥魅力的な観光関係施設整備 10 

 11 

（ウ）人材育成 12 

①ＥＳＤ、ＳＤＧｓの取組み推進 13 

②課題解決型キャリア教育の推進 14 

③只見学を活かした誇り教育の推進 15 

④情報教育と道徳、コミュニケーション能力の向上 16 

⑤只見高校や奥会津学習センターの魅力化への支援 17 

⑥教育関係施設整備 18 

 19 

 (３) 計画 20 

事業計画（令和８年度～令和 12年度） 21 
持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

１、移住・定住・地

域間交流の促

進、人材育成 

(4)過疎地域持続 

的発展特別事業 
    

  

移住・定住 ○空き家対策補助事業 

 老朽化し、危険な状態となる空き

家を防止するための対策として、空

き家改修及び解体するための補助

を行う。 

町 

空き家の適正管理（利活用・

解体）をすることで持続的な

移住、定住促進、景観整備等

につなげる。 

  

○住宅取得支援事業 

 空き家の有効活用を図るため、住

宅を取得する費用に対して助成を

行う。 

町 

町内空き家の解消すること

で、持続的な移住、定住促進

等につなげる。 

 22 

(４) 公共施設等総合管理計画等との整合 23 

予防保全的管理による施設の長寿命化を図ることで、計画的かつ効率的な管理に努めてい24 

くという只見町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過25 

疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 26 

27 



15 

３. 産業の振興 1 

(１) 現況と問題点 2 

（ア）農業 3 

本町の総面積 747.56k ㎡のうち耕地面積は約 650ha とわずかで、一区画あたりの面積は比4 

較的小さく、分散している農地の集積による作業効率化が思うように進まない現状にありま5 

す。 6 

このような中、平成 23年東日本大震災での原子力発電所事故による風評被害の影響は、基7 

幹産業である農業に携わる生産者の方々へ、今もなお暗い影を残しています。 8 

稲作農業に限っては、各種補助制度の廃止や米価の先行きに対する不安が多く存在するこ9 

とや、高齢化や人口減少での離農による遊休農地の拡大、人手不足による普請作業の重労働化10 

が想定されています。また、トマト・花きなどの高付加価値農業への取組みも進められてきて11 

おりますが、より安定した市場対応型農業とするための施策が求められています。 12 

これらのことから、安心・安全はもちろんのことでありますが、質の向上により消費者に認13 

知される高品質な作物を生産するための、町独自の補助事業創設や農地の集約化などで、生産14 

者の作付け意欲の向上と経営の安定化による、担い手の育成・確保が必要とされています。 15 

また、観光と連携した体験型農業の推進、加工所の整備等による生産加工品の創出などを進16 

め、直売所、都市への産直販売、インターネット販売など多様な流通・販売網の構築・拡大、17 

地域のブランド形成を進め、高付加価値・高収益への農業展開を図る必要があります。 18 

 19 

（イ）林業 20 

本町は町土の 94.0％を占める広大な森林面積を有していますが、うち７０％は国有林であ21 

り民有林が占める割合は極めて低くなっています。林業においては、急峻な地形や多雪などの22 

自然条件により、製品とするまでの経費が高額となることや、木材需要の大半が安価な外材と23 

いう状況下で、林業経営は産業としての体をなし得ない状況となっていて、高齢化等の影響も24 

あり間伐・保育・造林が進まず管理されない山林が多くなっています。 25 

山菜・きのこなどの特用林産物については、採取者の高齢化による数量の減少や輸入品との26 

価格競争とあわせて原子力災害による一部品目の出荷制限があり、特用林産物を取り巻く環27 

境は非常に厳しい状況となっています。 28 

これらの状況から、山林の適正な管理による林業の振興を目指し、新たな取り組みとして木29 

質バイオマスの推進や建築材の利用を奨励するなど、行政の誘導策による山林の活用と保全・30 

管理が求められています。 31 

また、特用林産物は、ゼンマイなどの只見ならではの産品のブランド化による生産拡大・32 

流通販売ルートの確立を図り、高齢者や女性の参画を促すなどの幅広い施策が求められてい33 

ます。 34 

 35 

（ウ）内水面漁業 36 

本町は只見川の上流河川域に位置し、豊富な雪や奥深い森林、急峻な地形から生み出される37 

清流によってイワナの養殖やアユの放流等が行われ、多くの遊漁者が訪れることによる産業38 

面と観光面での地域振興が図られています。 39 

しかし、河川は災害等の防止に重きをおいた工法により、魚類や水棲生物が住みにくい環境40 

となっていることや、カワウ・サギなどの有害鳥の捕食による個体数の減少が危惧されていま41 

す。 42 
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 また、田子倉ダムや只見ダムのイワナやマス釣り、伊南川のアユ釣りなどは全国的にも有名1 

でありますが、外来種のブラックバスによる食害や原子力発電所事故での一時的な出荷制限2 

による風評被害などが近年では問題となっており、それぞれの対策と合わせた改善策が求め3 

られています。 4 

これらの課題を解決し、河川環境の適正化による魚族資源の維持と保護、養殖事業などによ5 

る販売事業の展開を図り、観光産業と連携した水の郷にふさわしい水産業の振興が求められ6 

ています。 7 

 8 

（エ）工業 9 

本町では、工業団地適地としての可能性を求め、企業立地に向けた土地利用計画を整備し10 

てきました。しかし、特別豪雪地帯の指定を受けるなど自然条件が大変厳しく、交通基盤が11 

極めて脆弱である事から工業の適地として立地条件が整わず、外部企業による進出に向けた12 

好ましい状況ではありませんでした。 13 

しかし、精密機器や自動車部品製造などを行う工場の誘致により、地域雇用の場として重14 

要な役割を担っています。さらに、加工においては、高い技術力が評価をされており、経済15 

状況の回復により工場規模拡大などへ期待があります。 16 

今後開通する国道 289 号「八十里越」は、新潟県を基軸とした流通が現実となるなど交17 

通基盤の飛躍的な充実をもたらし、本町を取り巻く状況は激変する事が想定されますが、町18 

内の雇用流出とならないように、町内企業の技術力の向上・維持など内発的な支援を行って19 

いく事が必要です。 20 

 21 

（オ）商業 22 

本町の商店は、広い町内に集落が点在しているため商業集積地はできにくい環境にあり、23 

旧村単位に商業圏を構えそれぞれが地域の消費を賄っていますが、家族従業員による小規模24 

店が多く、後継者不足の問題などで厳しい現状となっています。また、町内の商店での消費25 

は日常の買い物程度であることや人口減少に伴う地域全体の消費縮小から絶対量が少ないた26 

め、幅広い品揃えが満たされないことがあり、車社会の到来により日常品以外の相当部分は27 

近郊都市の大型店舗に流出している状況にあります。 28 

しかし、高齢化が進行する中で、身近な地元商店は高齢者にとって生活の維持やコミュニ29 

ティの場として重要な役割を担っているためで、買い物弱者に対応したサービス体制の充実30 

を図るとともに、事業者においてはより一層の地域に根差した経営努力が求められていま31 

す。 32 

一方で、JR只見線の全線運転再開通や今後開通する国道 289号八十里越により増加が見込33 

まれる観光客をターゲットとした観光面での消費拡大に向け、総合案内・飲食・物産販売所34 

の充実や只見駅前の賑わい整備など拠点施設の整備や魅力ある商品の開発・販売を行うこと35 

により、地域内の賑わいを創出し、消費拡大を行うための施策が求められています。 36 

また、若者が定住し活力ある豊かな地域社会を構築するためには、安定した就労機会の拡37 

大が本町の工業分野における最大の課題です。多雪などの自然条件や交通基盤が脆弱な状況38 

である本町はこれまで目標としてきた大規模な企業誘致は困難な状況にありますが、人材育39 

成や新たな分野への事業展開を積極的に取り組む既存企業に対する支援策の充実を図ること40 

や、起業家などへの支援制度を創出するなど、時代に即応した様々な対応を行い、安定的な41 

雇用を創出することが必要となっています。 42 

 43 

 44 
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（カ）観光 1 

「只見ユネスコエコパーク」に登録となった本町には、世界に誇れる豊かな自然とそこに2 

暮らす私たちの生活・文化があります。これらの自然、生活、文化すべてが魅力ある観光を3 

つくる素材として紹介・活用することで、より多くの観光客を呼びこむ大きな可能性を持っ4 

ています。 5 

これまで町は「田子倉ダム」を中心とした見る観光から、自然資源（森林、湖、川等）・6 

文化・歴史を織り交ぜた体験型観光への切り替えを進めてきました。今後も、持続可能な地7 

域として発展し継続するためには、地域の生き残りをかけた観光による戦略的な施策が求め8 

られています。 9 

そのうえで、宿泊業や飲食業、観光施設等においては施設の充実と地域の独自性や魅力あ10 

るサービスを提供することが必要となっています。また、ありあまる只見町の魅力を観光客11 

に伝えるため、ガイド協会の安定的な活動、育成が求められています。 12 

あわせて、広い範囲に観光資源が分散し、公共交通に恵まれていないことから、自家用車13 

以外の方の周遊性の確保が難しいため、観光施設等を周遊するための 2次交通対策の改善も14 

求められています。 15 

今後は、これらの課題を解決しながら、三条市や那須町、ふるさと交流都市の柏市、只見16 

川沿線町村、只見線沿線市町村、国道 289号関係市町村などとの連携強化と地域間交流など17 

を進め、自家用車以外の方が町内にある観光施設を周遊できる魅力的なプランを構築し、唯18 

一の公共交通機関であるＪＲ只見線を外国人観光客などの新たな客層の誘客に結び付け、観19 

光立国を目指していくことが求められています。 20 

 21 

（キ）その他 22 

（１）時代に即応した既存企業の育成・支援 23 

（２）新エネルギー導入の推進 24 

 25 

(２) その対策 26 

地域資源を活用した新たな産業を育成するため、第一次産業は単独でその振興策を巡らす27 

ものではなく、第二次・第三次産業へと結び付け、新たな可能性を秘めた第六次産業化へ重28 

点を置き施策を立案し推進します。 29 

また、住民と行政が協働するまちづくりの推進を図るため、様々な地域課題の解決に向け30 

た取り組みと雇用創出を強化するための事業を推進し、地域全体の経済の自立活性化を目指31 

していく必要があります。 32 

 33 

（ア）農業振興 34 

（１）農業の担い手の育成・確保 35 

①認定農業者及び集落営農を行う地域農業リーダーの確保 36 

②農業法人化の推進 37 

③女性農業者・高齢農業者による生産活動の推進 38 

④住民への農業参入に向けた農業教育の実施と情報の発信 39 

⑤新規就農者や農業後継者の確保・育成に向けた支援制度の充実 40 

⑥多様な人材や企業の農業への参入支援 41 

⑦スキマバイトサービスやワーケーションなどの活用による短期人材の確保 42 

 43 
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（２）高収益・高付加価値農業の展開 1 

①「只見ブランド」を活かした売れる米づくり対策 2 

   （有機農業の推進・食味向上・ふるさと納税返礼米を活用したＰＲ） 3 

②振興作物「トマト」「花き」の戦略的支援 4 

③山菜・薬草等の特産物の栽培加工等 5 

④農産物の加工所の整備・支援 6 

⑤直売所・農家レストラン・農家民宿の整備促進による地産地消の展開 7 

⑥農産物の品質維持、高付加価値のための雪冷熱エネルギーの活用 8 

⑦只見天領そばの促進・展開 9 

 10 

（３）効率農業の推進 11 

①農用地の利用集積と農作業受委託の推進 12 

②生産基盤の整備（町単補助制度創設）と農村生活環境の整備 13 

③農業機械購入補助金（町単）の創設 14 

④資源循環型農業の推進 15 

⑤農業研究機関との連携による栽培技術・省力技術の向上 16 

⑥ロボットや AI、IoTなどの先端技術を活用したスマート農業の推進 17 

⑦地域の生産拠点となる農業用施設の設置 18 

 19 

（４）農業経営の安定 20 

①新たな販売ルートの発掘と産直・直売の実施とインターネットの活用 21 

②遊休農地解消と農用地利用集積等への支援 22 

③有害鳥獣対策 23 

④生産・経営情報の提供 24 

⑤放射性物質に対する風評被害対策 25 

 26 

（イ）林業振興 27 

（１）林業の振興 28 

①計画的な植林・保育・間伐による森林の保全（森林環境譲与税の活用） 29 

②町内産材の町内流通と循環型利用拡大の取組み 30 

 （薪エネルギー等木質バイオマスの推進・建築物への木材利用促進） 31 

③林業後継者の育成と支援 32 

④林道の整備・保全 33 

⑤スギ人工林の広葉樹林への誘導 34 

 35 

（２）特用林産物の活用 36 

①山菜・きのこ等の伝統産品認定等によるブランド化と商品づくり 37 

②豊富な山の幸の生産拡大と流通販売ルートの確立 38 

③わらび園等の観光山菜園の整備・充実 39 

④森林組合の育成強化（多角経営の推進と新たな林産物の発掘） 40 

⑤流木等森林資源の新たな活用策の検討 41 

⑥放射性物質に対する定期的なモニタリング等の対策 42 

 43 

 44 
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（ウ）内水面漁業の振興 1 

（１）内水面漁業の振興 2 

①町内水系の資源調査 3 

②内水面水産試験場を通じた技術的助言及び情報提供による振興 4 

③カワウ等有害鳥獣及び外来魚対策の実施 5 

 6 

（２）生産基盤の整備 7 

①水産施設の長寿命化 8 

②産業間連携による加工・流通ルートの確立 9 

③漁業組合・生産者の育成支援 10 

④魚類や水棲生物の生息環境の整備・改善（水辺林の保護等） 11 

 12 

（エ）工業の振興 13 

（１）工業基盤の整備 14 

①制度資金を活用した経営安定化支援 15 

②技術力向上・人材確保のための各種支援制度の充実 16 

③企業誘致のための用地確保と魅力ある支援制度の充実 17 

 18 

（オ）商業の振興 19 

（１）地元に根差す商業の展開 20 

①買い物弱者に対応した支援の充実 21 

②地域内循環の誘導 22 

③官民協働による商業環境の創出 23 

④商工会と連携した的確な指導と商業支援 24 

⑤創業を支援する支援制度の充実やチャレンジショップの展開 25 

⑥只見駅前を中心とした商業環境の創出 26 

 27 

（２）観光商業への対応 28 

①八十里越広域観光地域づくりの検討（三条市・南会津町） 29 

②地域資源を活かした魅力ある特産品の展開と販売 30 

 （町内産品のブランド化、ふるさと納税返礼品利用） 31 

③観光客を町内へ誘導する拠点施設の整備. 32 

④インターネットでの少量多品種の「通販パック」の販売 33 

⑤利便性向上のためのキャッスレス化の推進 34 

⑥空き店舗・公共建築物等の有効活用 35 

 36 

（カ）観光の振興 37 

（１）魅力ある観光地づくり 38 

①分かりやすく見やすい多言語に対応した町内統一案内板の整備 39 

②誰でも町内観光施設を周遊できるプランの造成 40 

（観光デマンドの構築・レンタカーの整備） 41 

③自然体験・農業体験・ガイドインストラクター等の充実 42 

④地域マネジメント組織の立ち上げ（日本型 DMOによる観光地域づくり） 43 

⑤只見ブナセンターによる「只見ユネスコエコパーク」の情報発信 44 
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⑥既存観光施設・交流促進施設の維持補修、再整備と魅力アップづくり 1 

⑦イベント開催時の観光施設への周遊誘導策の実施 2 

⑧観光スポット等（遊歩道・登山道・ビューポイントなど）の維持・管理・修繕 3 

 4 

（２）観光客の誘客促進 5 

①多様なツールを用いた情報宣伝の強化・充実 6 

②ゆるキャラ「ブナりん」のイベント等での積極的な活用 7 

③魅力あるパンフレット・ポスター等の作成による町の PR 8 

④着地型旅行商品の企画・開発 9 

⑤広域市町村との連携強化による周遊情報発信 10 

⑥立ち寄り町内への誘導となる観光拠点の整備 11 

⑦国際化に対応した多言語情報（看板・パンフレットなど）の提供と人材育成 12 

⑧只見ふるさとの雪まつりによる誘客促進 13 

 14 

（３）ふるさと交流都市・近隣市町村・諸団体等との積極的な交流 15 

①ふるさと交流都市（柏市）との多様な交流の推進（住民交流の推進） 16 

②只見川沿線市町村・新潟県魚沼市、三条市、那須町との多様な交流関係の構築 17 

③新たな地域団体等との交流機会の発掘 18 

④交流希望団体等の町内への短期宿泊制度・施設の拡充 19 

 20 

（４）JR只見線を活用した新たな誘客の取り組み 21 

①「只見線に手をふろう条例」の普及啓発、只見線応援団の加入促進 22 

③ラッピング車両の運行による JR只見線 PRと誘客促進 23 

④インバウンド観光推進のための PRと旅行企画造成 24 

⑤「只見新緑満喫号」「只見夏休み満喫号」などの観光列車の定期運行 25 

⑥只見線を活用した旅行企画・周遊プラン等の造成 26 

 27 

（キ）その他 28 

（１）時代に即応した既存企業の育成・支援 29 

①新分野進出のための支援策の実施 30 

②知識・技術習得制度の活用 31 

③地元高校卒業者が町内企業へ就業できる支援制度の創出 32 

④雇用確保のための奨励金・優遇措置の検討 33 

⑤起業家に対する支援制度の創出 34 

 35 

  36 
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  (３) 計画 1 

事業計画（令和８年度～12年度） 2 
持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

２、産業の振興 
(3)経営近代化

施設 
    

    農業 ○農産物集出荷施設整備事業 町  
 

(9)観光又はﾚｸﾘ

ｴｰｼｮﾝ 
○只見駅前複合施設整備事業 町  

 
○交流施設改修事業 町  

 
○交流施設備品等整備事業 町  

 
○只見ｽｷｰ場改修事業 町  

 
○森林の分校ふざわ改修事業 町  

 
○旅行村施設改修事業 町  

  (10)過疎地域持

続的発展特別

事業 

   
 

  

  

第１次産業 ○農業用施設整備事業 

 国・県の補助事業の該当とならない小規模

の施設について補助金を交付する。  
町 

農業施設整備が促され、生

産機能の維持が図られ、将

来的にも農業経営の安定

化が図られる。 

  

  

観光 
○交流促進施設管理運営事業 

 只見町交流促進センター「季の郷湯ら里」

の安定的な施設運営と誘客を促進する。  

町 

町唯一の温泉施設の安定

運営により、雇用確保と交

流・関係人口増を図り地域

の持続発展につなげる。 

  

  

○観光施設管理運営事業 

 観光施設（只見スキー場・保養センター）の

安定的な施設運営と誘客を促進する。  

町 

町唯一の観光施設の安定

運営により、雇用確保と交

流・関係人口増を図り地域

の持続発展につなげる。 

  

  

○教育旅行推進事業補助金 

風評被害等の影響により只見町への教育

旅行の減少している。それらの対策として、

ユネスコエコパークを活用した環境学習を中

心とした誘致活動を推進するため、宿泊費、

交通費等の補助を行う。  

町 

誘致活動により、教育旅行

参加者が交流人口・関係人

口につなげる。 

  

  

○雪まつり実行委員会補助金 

 克雪・利雪そして冬の誘客を図るため、雪

まつりにかかる補助金を交付する。  

町 

県内最大冬の一大イベント

として定着させ、交流人口・

関係人口につなげる。 

  

  

企業誘致 ○誘致企業除雪費支援事業 

豪雪地帯である当町に誘致する企業にと

って、冬季間の除雪対策は課題の一つであ

る。町では、雇用など大きく貢献する企業に

対して除雪費用の一部を補助として支援し

ている。  

町 

条件不利地域での企業支

援をすることにより、安定的

な経営と今後の企業誘致に

結び付ける。 

 4 

  5 
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(４) 産業振興促進事項 1 

Ⅰ 産業振興促進区域及び振興すべき業種 2 

・減価償却の特例（法第 23条） 3 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

全域 製造業、情報サービス業等、農

林水産物等販売業、旅館業 

令和８年４月１日～ 

令和 13年３月３１日 

 

・課税免除及び不均一課税に伴う措置（法第 24条） 4 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

全域 製造業、情報サービス業等、農

林水産物等販売業、旅館業 

令和８年４月１日～ 

令和１３年３月３１日 

 

Ⅱ 当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 5 

上記、(2)その対策、(3)計画のとおり 6 

 7 

【他の市町村との連携】 8 

「奥会津五町村活性化協議会」 9 

本町を含む近隣の五町村が、「奥会津五町村活性化協議会」を形成し、様々な分野で相互10 

に連携し圏域全体を活性化していくための取り組みを推進しています。 11 

※移住・定住、周遊観光、只見線利活用、特産品開発、森林資源の活用、二次交通など 12 

奥会津五町村活性化協議会 

只見町 ・ 金山町 ・ 三島町 ・ 柳津町 ・ 昭和村 

 13 

 (５) 公共施設等総合管理計画等との整合 14 

予防保全的管理による施設の長寿命化を図ることで、計画的かつ効率的な管理に努めてい15 

くという只見町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過16 

疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 17 

18 
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４. 地域における情報化 1 

(１) 現況と問題点 2 

現代の高度情報通信社会では、パソコン・スマートフォン等の情報通信機器が必須のイン3 

フラとして浸透し、国と地方自治体を結ぶ総合行政ネットワークが整備され、各種申請や届4 

出などがインターネット等を通じて行うことが可能となり、利便性の向上が図られました。 5 

高度情報化は只見町においても例外ではなく、基盤となる光ファイバ網等の情報通信基盤6 

の整備、携帯電話エリアの拡大やブロードバンド環境構築など地域住民の利便性向上を図っ7 

てまいりました。 8 

また、国では 2013年 6月の「ICT成長戦略」や 2020年 12月の「デジタル社会の実現に向9 

けた改革の基本方針」などが定めてられており「デジタルの活用により、一人ひとりのニー10 

ズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さな11 

い、人に優しいデジタル化～」という目指すべきデジタル社会のビジョンが標榜されていま12 

す。2021年９月にはデジタル庁が発足され「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づ13 

きこのビジョンが目指すべきデジタル社会のビジョンとして改めて位置づけられました。 14 

このビジョンの実現のため、国が主導的に役割を果たしつつ、全国の自治体が足並みを揃15 

えて、デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）に取り組んでいく必要があり、国が提16 

供するオープンデータやビックデータなどを利用し、多角的に地域の課題解決等を推進する17 

ことが求められています。 18 

 19 

(２) その対策 20 

住民の利便性の向上と合わせ行政のスリム化を図るための高度情報通信による行政サービ21 

スの提供に努めます。また国の示す「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推22 

進計画」及び只見町における「第八次只見町振興計画」を主軸に各種の事業展開を図りま23 

す。 24 

  25 

（１）ICTを活用した行政サービスの展開 26 

①ICTを活用した効率的な行政サービスの推進 27 

（超高齢化社会、農業、社会インフラでの活用等） 28 

②行政総合情報システムの標準化・共通化・効率化・利便性向上に向けた調査・研究 29 

③オープンデータ、ビックデータを活用した戦略的地域課題の解決 30 

④行政手続き効率化のための調査・研究（手続きオンライン化、AI・RPAの活用等） 31 

⑤情報セキュリティ（保安・防犯）対策の徹底（セキュリティポリシーの見直し等） 32 

 33 

（２）情報通信基盤の活用 34 

①防災・観光情報発信ツールの充実 35 

②各観光施設等拠点でのフリースポット化及び観光情報発信ツールの提供 36 

③地域社会のデジタル化（デジタル化可能な分野の洗い出し及び調査・研究） 37 

④防災行政無線の維持補修 38 

⑤テレビ難視聴地域の解消 39 

⑥移動通信用鉄塔整備 40 

 41 

42 
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(３) 計画 1 

事業計画（令和８年度～12年度） 2 
持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

３、地域におけ

る情報化 

(1)電気通信施設等情

報化のための施設 
    

  通信用鉄塔施設 ○移動通信用鉄塔整備事業 町  

 3 

(４) 公共施設等総合管理計画等との整合 4 

予防保全的管理による施設の長寿命化を図ることで、計画的かつ効率的な管理に努めてい5 

くという只見町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過6 

疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 7 

 8 

9 
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５．交通施設の整備、交通手段の確保 1 

(１）現況と問題点 2 

地域の振興発展と豊かで住みよい生活環境を創造するには、道路網の整備は極めて重要と3 

なっています。本町の道路体系は、国道 252号及び国道 289号を中心として周辺町村に伸び4 

ていますが、国道 252号六十里越地点は冬期間（6ヶ月）新潟県境が通行止めとなり、国道5 

289号八十里越地点は近く開通の見通しが示されましたが当面冬期間は通行止めとなる予定6 

です。町内には、幅員が狭く見通しが悪い箇所が存在しており、交通安全の観点からもその7 

解消が求められます。 8 

また、高速道路インターチェンジへの到達時間はどのルートを利用しても１時間以上を要9 

し、高速交通網へ隔絶した地域になっています。さらには、県道未改良区間も残されてお10 

り、早期の整備改良が求められています。特に冬季間や災害時に備えた代替対策として複数11 

ルートの確保が望まれます。 12 

県道においては、特に県道小林・舘の川線が平成２３年の新潟・福島豪雨災害時に国道13 

289号の迂回道路としての役割を担い、その重要性が再認識され早期の整備促進が求められ14 

ています。 15 

町道については、国・県道へのアクセスなど住民生活を送るうえで重要な道路であります16 

ので、計画に基づいて着実に整備していくことが求められています。 17 

JR只見線は、平成 23年 7月の豪雨災害の影響により長い間不通となっていましたが、18 

国、県、沿線市町村等との連携により令和 4年 10月に全線運転再開となりました。南会津19 

と北陸を結ぶ唯一の交通機関であり、多くの写真家、旅行者等にも愛されている路線である20 

ため、今後も連携を強化し、観光路線として利活用を促進させる必要があります。 21 

その他の公共交通は、只見～小林・山口線と只見～塩沢線の定期路線バス２路線が平成 1822 

年度に事業者の撤退で無くなったため、町では同年 10月よりデマンドタクシーの運行（平23 

日のみ）を開始、また令和元年度からは、只見駅と会津田島駅を結ぶ定期路線バスを運行し24 

ており、高齢者の買い物・通院等の交通環境の改善はみられます。今後は新潟県三条市とつ25 

ながる国道 289号の開通が見込まれるため、既存の公共交通の見直しと併せ、総合交通体系26 

の構築が必要となっています。 27 

冬季交通の確保については、国・県道については常時除雪を実施しています。町道につい28 

ても町が所有する除雪機械 25台を民間業者に貸し付け、376路線 131.4kmを委託除雪とし、29 

更に２台の除雪機械で町施設等の除雪を行っています。路線数が非常に多い為、通勤・通学30 

時間帯までに除雪が間に合わない場合もあり、除雪機械の数や人的配置及び経費的な観点か31 

ら難しい課題となっております。 32 

消雪施設は、町内国道６箇所・総延長 5.7km、町道２箇所・総延長 1.02kmの施設がありま33 

すが、水量不足や散水施設の老朽化の問題など、その機能が十分発揮されていない箇所もあ34 

り改良が必要であります。 35 

 36 

 (２)その対策 37 

基幹道路である国道 289 号（八十里越）の早期開通と国道 252 号（六十里越）の通年通38 

行の確保が必要です。県道については、小林・舘の川線において約 1,000ｍの未改良区間が39 

残され、小林・会津宮下停車場線には通行不能区間、布沢・横田線は通年通行確保とそれぞ40 

れ課題となっていますので、早急な改良が必要です。 41 
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町道については、目標整備率を改良率 60％、舗装率 50％と定め整備・補修を図ります。1 

同じく、林道や橋梁についても必要に応じて整備・補修を行います。冬季生活道路の確保対2 

策として除排雪はもちろんのこと防雪施設、消雪施設、流雪溝の整備を積極的に進めます。3 

急勾配、急カーブ等、通行が不便な区間の解消と、道路拡幅改良工事による孤立住宅路線の4 

解消及び除雪を含めた一軒家対策の解消に努め、雪に強い生活環境の整備を図ることを目標5 

とします。 6 

ＪＲ只見線については、只見線利活用の視点をもち、滞在プラン等の造成など様々な利用7 

促進事業を実施し、国や県、沿線市町村や他との連携を図ります。 8 

また、交通弱者に対する公共交通維持については、引き続きデマンド型タクシー運行と定9 

期路線バスによる高齢者等の買い物・通院等への支援を継続します。あわせて、今後新潟県10 

三条市へ開通する国道 289号を活用した総合的な交通体系構築による改善を図ります。 11 

 12 

(３）計画 13 

事業計画（令和８年度～12年度） 14 
持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

４、交通施設の

整備、交通手

段の確保 

(1)市町村道      

  道路 ○町道新設改良事業 町  

  橋りょう ○橋梁長寿命化事業 町  

    ○橋梁定期点検事業 町  

  (3)林道  ○林道維持補修事業 町  

  ○林道橋 PCB除去事業 町  

  (8)道路整備機械

等 
○除雪機械更新事業 町 

 

  (9)過疎地域持続

的発展特別事業 
    

  

  公共交通 

○地域公共交通運行事業 

 町内の生活交通手段であるデマンドタ

クシーの運行事業、隣町の定期路線バス

など地域内の様々なニーズに対応する

公共交通の構築を図る。  

町 

療・福祉・観光などに対

応する交通体系を整

え、持続的発展につな

げる。 

 15 

(４) 公共施設等総合管理計画等との整合 16 

予防保全的管理による施設の長寿命化を図ることで、計画的かつ効率的な管理に努めてい17 

くという只見町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過18 

疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 19 

20 



27 

６．生活環境の整備 1 

(１) 現況と問題点 2 

（ア）水道事業 3 

令和６年度末における町管理の給水施設は、平成 22年度に統合してから 9か所の施設を4 

管理しており、1,539世帯、3,399人に給水し、給水普及率は 93.4％となっています。 5 

しかしながら、施設の老朽化等の問題もあることから今後も施設の現況調査等を実施し、6 

改良計画（施設統廃合及び老朽化施設更新等）を含め検討する必要があります。 7 

 8 

（イ）下水道等事業 9 

平成７年度から実施の農業集落排水対策事業は町内全域の施設整備が完了しましたが、当10 

初設置された施設が大規模な更新時期を迎えることから計画的更新とあわせて、適正な維持11 

管理が課題となっています。農業集落排水施設区域外については、引き続き汲み取り及び単12 

独浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進する必要があります。 13 

事業推進に際しては、生活環境の改善や水質浄化の問題についてさらに住民の意識啓発を14 

図る必要があります。 15 

 16 

（ウ）環境衛生 17 

有限な資源を後世に引き継ぐことは、持続可能な社会を構築するために必要不可欠であ18 

り、町民一人ひとりができる範囲で自分ができることを積極的に行うことで、かけがえのな19 

い只見の豊かな自然環境を後世に残すシステムの構築が必要となります。 20 

本町のごみ処理は、南会津地方広域市町村圏組合の処理施設によって、指定ごみ袋による21 

可燃ごみ、不燃ごみの収集と３種類のガラス瓶とペットボトル等の分別収集及び粗大ごみの22 

収集を行っています。ごみ処理の基本は、分別収集することであり、ごみのリサイクルは社23 

会に定着しつつありますが、今後も質の高いゴミの分別を啓発していく必要があります。 24 

また、不法投棄もみられるため環境や美しい景観が損なわれています。不法投棄の防止は25 

地域での監視が重要であり、今後も地域や不法投棄監視員の協力を得て積極的に対策を図り26 

ます。 27 

 28 

（エ）消防・防災 29 

昭和 49年に広域常備消防体制が整い、消防と救急体制が大幅に充実しました。同時に、30 

非常備消防団への施設整備も進められ、施設充足率も高くなりました。しかしながら、消防31 

団に求められるニーズは年々増している状況ですが、少子高齢化が加速し、加えて若者の流32 

出により団員確保が年々難しい状況にあります。さらに、消防設備の老朽化などが重要な課33 

題となっております。消防団員数が減少傾向にあるなか、有事の際に最大限の効果を発揮で34 

きるよう消防設備の更新などを図り、消防・防災体制の維持を進めていくことが重要となっ35 

ています。また、近年全国的に多発している大規模災害にも備え、防災設備の更新やハザー36 

ドマップなども見直しを図り、大規模災害に備えていくことが重要となっています。 37 

 38 

（オ）公営住宅 39 

これまで町営住宅が主に担ってきた定住のための住宅については、共働き世代の増加によ40 

り所得が増加したことで、公営住宅法に基づく所得制限で入居できないケースも増えている41 

ことから、多様なニーズに対応した若者などが安心して定住できるための住宅の整備が求め42 
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られています。一方で、町内には空き家が増えていることから、そのうちの優良な空き家を1 

定住のための住宅として有効活用し、定住と空き家解消を図る制度の充実が求められていま2 

す。 3 

 4 

 (２) その対策 5 

（ア）水道事業 6 

①簡易水道施設の計画的な管理・運営 7 

②集落営給水施設の改善事業の実施 8 

③水質の安全・安定供給体制の維持・推進 9 

 10 

（イ）下水道事業 11 

①農業集落排水事業及び合併処理浄化槽設置整備事業の計画的な管理・運営 12 

②合併処理浄化槽の設置・定期検査等の適正管理の推進 13 

③コンポストの利用促進 14 

④水環境維持のための啓発活動の充実 15 

 16 

（ウ）環境衛生 17 

①環境衛生教育の推進（普及啓発と学習会の開催） 18 

②ごみの分別収集、資源化の推進  19 

③資源循環型社会の実践  20 

④不法投棄に対する地域住民による見回り・監視体制の充実 21 

⑤ペット動物に係るマナーの徹底 22 

 23 

（エ）消防・防災 24 

①消防（水防）施設整備の設備促進と更新 25 

②防災などの危機管理対策の充実（ハザードマップ、防災 Wi-Fi設備など） 26 

③救急医療体制の強化による広域医療システムの確立 27 

  28 

（オ）公営住宅 29 

①町営住宅の適正管理と定住住宅の整備促進 30 

②空き家活用のための情報管理と支援制度の充実 31 

③空き家を未然に防ぐための新たなモデル事業の創設 32 

④地域に合った在来工法の伝承・研究活動の実施 33 

34 
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(３) 計画 1 

事業計画（令和８年度～12年度） 2 
持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

５、生活環境の

整備 
(1)水道施設     

  簡易水道 ○只見統合簡易水道施設長寿命化事業 町  

    ○只見統合簡易水道整備事業 町  

  (2)下水処理施設     

  
  
農業集落排水施

設 
○農業集落排水施設長寿命化事業 町 

 

    その他 ○合併処理浄化槽整備事業 町  

  (3)廃棄物処理施設     

    ごみ処理施設 ○基幹的設備改良事業 
一部事

務組合 
 

  (5)消防施設 ○小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ、消防車両更新事業 町  

  ○消防施設等整備事業 町  

  ○消防指令ｼｽﾃﾑ更新事業 
一部事

務組合 
 

  ○消防庁舎整備事業 
一部事

務組合 
 

  ○消防車両整備事業 
一部事

務組合 
 

  (7)過疎地域持続的発

展特別事業 
    

  

  

防災・防犯 ○防災等危機管理対策事業 

 ハザードマップの更新を行いブラッシュ

アップする。 
町 

具体的被害を予測

し、将来にわたり町

民の命を守る避難

行動につなげる。 

 3 

(４) 公共施設等総合管理計画等との整合 4 

予防保全的管理による施設の長寿命化を図ることで、計画的かつ効率的な管理に努めてい5 

くという只見町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過6 

疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 7 

 8 

9 
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７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増1 

進 2 

（１）現況と問題点 3 

（ア）高齢者福祉 4 

只見町の 65 歳以上の高齢者の人口は、平成 17 年の 2,095 人をピークにやや減少し、その5 

後横ばいの状態が続いています。高齢化率は、平成 7 年の 29.2％から令和２年は県平均の6 

31.7％を上回る 47.2％と、高齢者の占める割合が住民の５割に迫っています。また、高齢者7 

世帯数は総世帯数の減少により減少傾向にありますが、割合としては増加傾向であり、高齢者8 

単身世帯と高齢者夫婦世帯の割合は県平均を大きく上回っており、対策が求められています。 9 

町では、高齢者福祉計画および介護保険事業計画に基づき、介護予防や地域参加、日常生活10 

の支援などの各種事業に取り組んでいます。高齢者が抱える不安や課題は複雑化・多様化して11 

おり、高齢者本人だけでなく周囲の環境についても配慮した対応が必要となっています。 12 

また、要介護者を支える介護職人材は大きく不足しており、その確保が求められています。13 

地域全体で支え合いながら、高齢者の日常生活を支援する体制を構築していく必要がありま14 

す。 15 

 16 

（イ）児童福祉 17 

全国的な人口減少や少子化の進行により、家族構成の変化や地域のつながりの希薄化が顕18 

著となっており、子育てへの不安感や孤立感を抱いている家庭も少なくありません。 19 

本町においても、子どもを安心して生み育てることができる環境の整備と、地域社会全体で20 

子育てを支える仕組みづくりの推進を図るため、令和７年３月に「只見町第３期子ども・子育21 

て支援事業計画」を策定したところです。 22 

社会情勢の変化や国の新制度とあわせて、行政と町民の協働体制を推進し、子ども一人ひと23 

りの成長や家庭の状況に応じた切れ目ない支援を提供できる体制を構築し、すべての家庭が24 

安心して子育てできる環境を整えていく必要があります。 25 

  26 

（ウ）障がい者（児）福祉 27 

只見町には、約 340名の障がい者（児）（身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者）28 

の方が生活しています。地域社会にとって「障がい」をもっている方々は同じ地域住民であ29 

って特別な方々ではありません。誰もが、障がい者（児）になる可能性があることから、30 

様々な対策が求められています。 31 

平成 25年から地域活動支援センターにより、障がい者（児）の活動、居場所づくりに取32 

り組んでます。 33 

あわせて、障がい者（児）が、一個人として主体性・自立性を確保し、社会活動に参加で34 

き、その能力が充分に発揮できることを推進するための施策の充実が必要となっています。 35 

 36 

（エ）地域福祉 37 

少子高齢化の進行とともに、地域では相互扶助精神が希薄化するなど生活上の諸課題が複38 

雑化しており、求められる福祉サービスも多様化しています。 39 

 このような中で、地域住民や NPO、ボランティア団体等が主体的に地域課題と向き合い、行40 

政とともに総合的な福祉政策を推進し、住民のボランティア意識の向上や住民同士の相互の41 
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支えあい意識の醸成等による地域コミュニティの活性化、関係団体のネットワーク強化によ1 

る地域力の向上が必要となっています。 2 

 また、令和７年には自分らしい生活を送る上で体制なことを決め、主張し、実現することが3 

難しい方に対する「権利擁護」や「意思決定」を支援する只見町成年後見センターを開所しま4 

した。今後も地域福祉の担い手の確保・育成を図るとともに、地域包括ケアシステムの充実を5 

図り、住民や福祉目的事業者、各種団体、行政など地域全体で連携した支援体制を構築してい6 

くことが求められています。 7 

 8 

（２）その対策 9 

（ア）高齢者福祉 10 

（１）介護予防と生きがいづくりの推進 11 

①集落サロン支援事業の充実 12 

②健康相談や健康診断などの高齢者保健サービスの充実 13 

③食生活改善事業及び生活習慣改善事業の展開 14 

④老人クラブ活動の育成と支援 15 

⑤シルバー人材センターによる就労機会の整備 16 

 17 

（２）在宅生活支援の充実 18 

①緊急通報システムや除雪支援事業の充実 19 

②買い物や移動などの日常生活支援事業の整備 20 

③地域全体での支え合いや見守り体制の環境整備と意識の醸成 21 

 22 

（３）持続可能な福祉環境の確保 23 

①介護保険サービス基盤の計画的な整備 24 

②認知症の予防や早期発見の取り組みの実施 25 

③介護人材の育成と確保 26 

  27 

（イ）児童福祉 28 

（１）子どもの健やかな成長を育む環境整備 29 

①保育サービスの充実 30 

②保育料の軽減対策の実施継続 31 

③「放課後子ども総合プラン」に基づく各種事業の展開 32 

④認定こども園の整備 33 

⑤思春期保健学習の取り組み 34 

⑥心のケア対策への取り組み 35 

 36 

（２）妊娠・出産を支えていく環境づくり 37 

①特定不妊治療に対する助成、妊婦検診等の交通費補助、出産祝い金などの経済的支援38 

の実施 39 

②産前産後の母親の心身のケアや育児相談および支援体制の充実 40 

③乳児や母親に対する健診の推進や医療補助などの支援の充実 41 

④子育て支援ネットワークの構築と子育て支援サービスの充実 42 

⑤子ども家庭センターの設置 43 
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 1 

（３）地域で支え健やかな成長を育む環境づくり 2 

①天候に影響されない遊びや交流ができる場所の確保 3 

②通学路等の安全確保対策の推進 4 

③地域と連携した食の学習機会の充実 5 

④ESDとふるさと教育の推進 6 

 7 

（４）多様な家庭環境に対応できる環境づくり 8 

①障がいのある児童や家庭への支援の充実 9 

②多文化に対応した子どもと家庭への支援の強化 10 

③児童虐待の発生予防と早期発見に向けた関係機関との連携強化 11 

④ひとり親家庭等の相談体制の充実と自立支援 12 

⑤経済的困難を抱える家庭への支援 13 

 14 

（５）未婚化・晩婚化対策 15 

①出逢いの場の提供と相談活動の実施 16 

②広域での異業種間交流による出会いの創出 17 

③後継者・親御向けセミナー 18 

 19 

（ウ）障がい者（児）福祉 20 

（１）障がい者（児）福祉の充実 21 

①障がい者（児）の活動紹介と理解の促進（集落・地域で支える運動の展開） 22 

②障がい者（児）にやさしい公共施設のバリアフリー化とユニバーサルデザインの導入 23 

③障がい者（児）やその家族への相談体制の充実と情報提供の充実 24 

④障がいの早期発見・早期治療の充実及び支援 25 

⑤特性を踏まえた療育（発達）支援の場の確保 26 

 27 

（２）障がい者（児）の社会活動への参加促進 28 

①地域活動支援事業の推進 29 

②職業能力の向上や就労に向けた支援の実施 30 

③障がい者（児）の活動する場所の提供と地域交流の促進 31 

④ボランティアの育成 32 

 33 

（エ）地域福祉 34 

（１）地域包括ケアシステムの充実 35 

①地域包括支援センターの強化 36 

②保健・医療・福祉の連携強化 37 

③孤独や孤立を防ぐための相談窓口の充実 38 

④重層的支援の推進 39 

⑤効率的な福祉・介護サービスの提供 40 

 41 

（２）地域福祉の推進 42 

①人材の育成と専門性の向上 43 

②福祉意識の啓発 44 
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③住民等の意識の向上と主体的参加の促進 1 

④成年後見センターの充実 2 

   3 

（３）計画 4 

事業計画（令和８年度～12年度） 5 
持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

６、子育て環境

の確保、高齢

者等の保健

及び福祉の

向上及び増

進 

(2)認定こども園 ○認定こども園施設整備事業 町  

(3)高齢者福祉施設     

  老人ホーム ○あさくさﾎｰﾑ改修事業 町  

(4)介護老人保健施設 ○こぶし苑改修事業 町  

(5)障害者福祉施設     

  
地域活動支援センタ

ー 
○施設整備事業 町 

 

(7)市町村保健ｾﾝﾀｰ及

びこども家庭ｾﾝﾀｰ 
○保健ｾﾝﾀｰ施設改修事業 町 

 

(8)過疎地域持続的発

展特別事業 
    

  

  

高齢者・障害者福祉 ○除雪支援保険事業 

 町内の除雪支援業者との契約

により、軒下除雪を依頼した高齢

者世帯等で国民健康保険などの

軽減を受けている世帯へ、その

費用の一部を助成。 

町 

冬季間の高齢者等の安心・

安全な生活の一部を支え、

将来にわたり高齢者世帯等

の除雪問題解決を図る。 

 6 

(４) 公共施設等総合管理計画等との整合 7 

予防保全的管理による施設の長寿命化を図ることで、計画的かつ効率的な管理に努めてい8 

くという只見町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過9 

疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 10 

 11 

12 
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８．医療の確保 1 

(１) 現況と問題点 2 

町内唯一の医療機関である朝日診療所は、常勤医師３名体制を維持していましたが、令和3 

６（2024）年９月から一時的に常勤医師が不在となる事態に陥りました。現在、常勤医師２4 

名を確保していますが、入院受け入れは不可能な状態となっています。 5 

本診療所は「かかりつけ医」として、町内のみならず近隣町村の一次医療機関の役割を担6 

っています。しかしながら、二次医療・三次医療機関までは、救急車であっても約１時間～7 

２時間の時間を要する立地となっており、救命救急医療の大きな課題となっています。 8 

さらには、医師や看護師等の医療従事者の不足が続いており、高齢化の進む過疎・中山間9 

地域においては、町民の不安要因となるほか、観光や移住・定住の観点から見ても大きな影10 

響を及ぼすものと懸念しています。 11 

高齢化の進行とともに、地域医療が果たす役割は年々重要度が増しています。診療所は一12 

次医療機関としての役割はもとより、緊急時の際に二次医療・三次医療機関である専門医・13 

総合病院・大学病院と綿密な連携を図りながらより良い医療を提供することが必要となって14 

います。 15 

 16 

(２) その対策 17 

安定した医療を提供するためには、まず医療を支える人材の確保が必要です。医師や看護18 

師等の確保を最優先に取り組まなくてはなりません。引き続き、県や大学病院への医師派遣19 

の要望を行うとともに、民間病院との連携や独自の医師確保の取組みを積極的に進めます。 20 

指導医の配置や良質な研修環境を整備し、臨床研修医の受入れや看護師等の研修、人材交21 

流が図れる仕組みを構築し、医療従事者採用の積極的な働きかけを行います。 22 

在宅ケアを必要とする方への訪問診療や訪問看護を積極的に行い、隣接する介護老人保健23 

施設、特別養護老人ホーム等と一体となった、保健・医療・福祉サービスのさらなる充実を24 

図ります。 25 

さらには、二次医療・三次医療機関との連絡を密にした連携強化による相互医療体制の充26 

実を図るとともに、国道２８９号八十里越の開通を見据え、新潟県の医療機関との連携体制27 

の構築を図ります。 28 

 29 

（ア）地域医療体制の充実 30 

①医療人材の確保 31 

②朝日診療所と二次・三次医療機関との連携強化 32 

③遠隔診療の整備と充実 33 

④在宅医療および訪問看護体制の充実 34 

⑤総合的医療福祉体制の充実 35 

（介護老人保健施設、特別養護老人ホーム等と一体となった保健・医療・福祉サービス） 36 

 37 

  38 
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 (３) 計画 1 

事業計画（令和８年度～令和 12年度） 2 
持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

７、医療の確保 (1)診療施設     

    診療所 ○診療所施設改修事業 町  

  (4)その他 ○医療機器整備事業 町  

   ○環境整備事業 町  

 3 

(４) 公共施設等総合管理計画等との整合 4 

予防保全的管理による施設の長寿命化を図ることで、計画的かつ効率的な管理に努めてい5 

くという只見町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過6 

疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 7 

 8 

9 
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９．教育の振興 1 

(１) 現況と問題点 2 

（ア）学校教育の振興 3 

子どもたちを取り巻く環境や子育ての変化に伴い、学校教育に求められる課題も年々多様4 

化してきています。「地域の宝」でもある本町の児童生徒は、恵まれた自然と温かい家族・地5 

域住民に見守られ、優しい気持ちをもち、スポーツや勉学に真面目に取り組む姿が多く見られ6 

る反面、少人数ゆえに人的交流や体験が不足がちであったり、一人一人を手厚く見守り導くた7 

め社会性・自己解決力・忍耐力が十分に育っていなかったりと、社会に将来出て生活していく8 

上での弱点も垣間見えます。 9 

よって、学校の中で人として必要な素養や学力を身に付け、心豊かで郷土に誇りをもちなが10 

ら自分の道を切り拓いていける人材を育成することが必要であり、学力向上とあわせて、心の11 

教育や人間力を高める教育の充実が求められています。そのために、様々な体験や学習を通し12 

て生きて働く力を育成することが重要であるため、ユネスコスクールとして、郷土学習である13 

「只見学」をさらに充実させ、郷土を愛し広い視野をもった人づくりを町ぐるみで進めること14 

が必要です。 15 

学習環境としては、デジタル化社会への対応と教育の質を高めるための ICT の活用と充実16 

が必要です。あわせて、子供たちの安心・安全の面では、広域となる学区の通学、交通事故、17 

雪・災害などの安全対策を進めていくことが求められています。 18 

一方で町内の３小学校においては、学齢人口の減少により統合の方針が決定されましたの19 

で、速やかな小学校統合の推進と教育環境の充実が求められます。また、只見高校の生徒確保20 

は依然として厳しい状況であるため、只見中学校からの進学や山村教育留学制度による生徒21 

の確保が必要です。地域の高校を存続させることは、町の活性化や地域の存続にもつながる重22 

要な課題であり、今後も充実した指導や魅力ある取り組みを増やしていくことが求められて23 

います。 24 

 25 

（イ）生涯学習の推進 26 

近年、高度情報化・少子高齢化・過疎化等、地域社会の状況や教育を取り巻く環境が急速に27 

変化しています。 28 

本町においても、少子高齢化や核家族化が進み、地域コミュニティ活動が低下の傾向にあり、29 

学校・家庭・地域の連携強化や体験活動、学習機会の拡充など社会教育の重要性は一層高まっ30 

ています。 31 

しかし、職場での勤務体制の多様化や個々の意識の変化から、これまで続けられてきた青年32 

団活動や地域活動に参加する青年層の減少が課題となっていることから、時代に即した学習33 

機会の拡充や本町で活躍しリーダーとなる人材の育成を早急に進める必要があります。 34 

地域づくりの拠点である公民館は、地域のコミュニティの場および人間形成の場としての35 

役割を担っており、本町の「人づくり」「地域づくり」「健康づくり」を推進するため、地域住36 

民と一体となって取組みを進めているところです。多様化する町民ニーズに対応するため、学37 

習機会・情報提供・学習施設の整備充実を図り、町民一人ひとりが学びを深め学習の成果を地38 

域に生かすことができる仕組みづくりの構築が求められています。 39 

 40 

 41 

42 
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(２) その対策 1 

（ア）学校教育の振興 2 

（１）たくましく自立できる力の基礎となる教育内容の充実 3 

①持続可能な社会を構築する担い手を育むＥＳＤ（持続可能な開発のための教育） 4 

②総合的な学習「只見学」の推進と郷土愛の育成 5 

③基礎的な学力と体力の向上 6 

④外国語教育の充実 7 

⑤防災教育、放射線教育の充実 8 

⑥心を育てる読書活動の推進 9 

⑦道徳教育の充実とコミュニケーション能力の育成 10 

⑧情報教育の充実と情報活用能力の育成（情報通信技術を活用した教育活動の展開） 11 

⑨起業家精神の育成 12 

⑩幼小中高連携教育の推進 （レインボープランの継続強化） 13 

⑪学校運営協議会の推進 14 

⑫インクルーシブ教育の推進 15 

 16 

（２）教育環境、教育施設・設備の改善・充実 17 

①教育相談機関の充実 （相談窓口、カウンセラー、SSWの設置） 18 

②奨学金制度の充実 19 

③校舎、体育館等の改善・修繕による教育環境の整備 20 

④学区内及び校地・校舎内の事故防止、安全確保のための点検・整備 21 

⑤スクールバスの計画的な運行・整備 22 

⑥給食センターの充実 23 

⑦教員住宅の修繕等整備 24 

⑧小学校統合の推進 25 

⑨奥会津学習センター施設の充実  26 

⑩町営「心志塾」や大学生などを活用した学習支援体制の充実 27 

 28 

（３）地域の発展と人財の育成を担う県立只見高等学校への支援 29 

①県立只見高等学校振興対策の充実 30 

②地域課題解決型等の特色あるコース等の創設 31 

③奥会津学習センターの生徒支援機能の充実 32 

④地域や企業等との連携した取組の強化 33 

⑤地域課題解決に向けた教育活動実現のための支援 34 

⑥通学しやすい環境づくり 35 

 36 

（イ）生涯学習の推進 37 

（１）生涯学習体制の充実 38 

①地域に学び地域を創造する生涯学習「只見学」の推進 39 

②町民ニーズにあった多様な学習機会の充実 40 

③自主的な生涯学習の場の提供とサークル活動の奨励（講師登録制度） 41 

④世代間交流事業の実施、拡大 42 

⑤地域学校協働活動の推進 43 
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 1 

（２）人材育成支援の充実 2 

①只見で活躍し各分野でリーダーとなる人材の育成の推進 3 

②循環型生涯学習を構築するための学習活動の支援や指導者の育成 4 

 5 

（３）生涯学習施設の整備・充実 6 

①地域の自然、文化、歴史を学ぶ施設の充実 7 

②高度情報化に対応した公民館機能の整備 8 

③学校教育施設の活用 9 

④図書館機能の整備や図書の充実と効果的活用 10 

⑤スポーツ施設等の修繕環境整備 11 

 12 

(３) 計画 13 

事業計画（令和８年～12年度） 14 
持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

８、教育の振興 (1)学校教育関連施設     

  校舎 ○小中一貫校施設整備事業 町  

  
  屋内運動場 

○学校施設修繕改修事業（屋内運動

場） 
町 

 

    教職員住宅 ○教員住宅改修・建設事業 町  

     ○教員住宅解体事業 町  

    スクールバス・ボート ○ｽｸｰﾙﾊﾞｽ更新事業 町  

    給食施設 ○給食ｾﾝﾀｰ施設設備改修事業 町  

     ○給食ｾﾝﾀｰ備品等整備事業 町  

  (3)集会施設、体育施設等     

    公民館 ○公民館施設改修事業 町  

    集会施設 ○集会施設修繕事業 町  

    体育施設 ○町民ﾌﾟｰﾙ解体事業 町  

  (4)過疎地域持続的発展特

別事業 
    

  

  

幼児教育 ○認定こども園運営ｻﾎﾟｰﾄ事業 

 安心して子どもを育てられる環境は、

過疎地域への定住を促す上で必要不

可欠な条件であり、こども園運営のため

のｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの招致によりの安定的運

営と子育て環境の充実を図る。 

町 

安心できる子育て

環境の充実を図り、

定住人口と出生率

の増加につなげる。 

  

  

義務教育 ○小中学校学力向上事業 

学校教育（義務教育）は、子育てをし

ていく上で不可欠な基本的な事であ

り、過疎地に住んでも子どもへ影響を

及ぼさない対策が必要である。町で

は、教師・児童生徒・保護者に対して学

力向上となる各種事業を実施する。 

町 

人材育成に必要な

基礎学力を高め、

多様な人材を育成

し将来の町の発展

基礎となる。 

  

  

高等学校 

○只見高校振興対策事業 

 過疎地での少子化による県立高等学

校の生徒数減少を抑え、様々な支援策

により生徒の確保や教育環境の充実を

図る。 

町 

高校振興による地

域振興を図ること

で、交流・関係人口

を増やし将来にわ

たり地域の持続発

展につなげる。 
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その他 ○中体連等補助金事業 

只見中学校生徒の体育、学芸の振

興及びスポーツ・文化を通した健全育

成を目的として、中体連等の大会に参

加するための経費について補助金を交

付する。 

町 

人材育成に必要な

対外的な大会参加

の機会を高め、多

様な人材を育成し、

将来の町の発展基

礎となる。 

 1 

(４) 公共施設等総合管理計画等との整合 2 

予防保全的管理による施設の長寿命化を図ることで、計画的かつ効率的な管理に努めてい3 

くという只見町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過4 

疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 5 

6 
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10．集落の整備 1 

(１) 現況と問題点 2 

只見町は、昭和 34年に合併して以来 3地区それぞれが特色ある地域づくりとして、様々な3 

事業を展開してきました。その結果、町の行事以外にも各種行事が重なることや同様の内容の4 

行事が各地区で開催されることもあり、運営者の負担増や参加者が分散・減少するケースが生5 

じています。 6 

古くから集落などに受け継がれてきた歴史や風土などのそれぞれの個性を残しつつも、同7 

様の行事の整理・統合、合同開催などを含めた検討が必要です。 8 

集落においては、高齢化や核家族化などにより人口減少が著しい集落も増え、集落や地区ぐ9 

るみの協力体制が薄れてきています。その結果として、集落・地区そのものの活力や相互扶助10 

意識の低下を招き、共同作業の担い手不足によって集落としての機能維持も困難な状況が生11 

じているところもあり、遊休農地の拡大や放置されたままとなっている危険な空き家も増え12 

問題となっています。 13 

また、豊かな自然や田舎暮らしを求め、移住されている方やこれから移住を考えている方も14 

いますが、価値観の違いや山村の歴史的風習や決まり事などに戸惑いを感じていることも実15 

態としてあります。今後は、町内に移住を希望する方や一時期を町内で過ごされる方などが増16 

大することが予想されます。 17 

このように、移住者等が増えることは地域や産業の担い手が不足する中、移住による新たな18 

担い手の確保は有効な手段であり、新たな視点で地域の魅力発見や空き家・遊休農地の対策な19 

ど、集落活性化を生み出す貴重な存在になるものと期待されます。また、新たな移住者を確保20 

する対策として、国が推奨する地域おこし協力隊等の受け入れも一つの有効手段として考え21 

られます。 22 

今後は、新たな視点を持った移住者等の受け入れを積極的に進めるために、移住者等の方々23 

が安心して生活できるための情報提供などの仕組みづくりが求められています。 24 

 25 

(２) その対策 26 

（ア）集落・公民館などを中心とし、住民交流を主体とした地域づくり 27 

（１）町がひとつになる仕組みづくり 28 

①各地区の地域づくり委員会・自治振興会の情報共有や交流機会の創出及び活動を通じた29 

地域人材の発掘と育成 30 

②社会教育活動、生涯学習活動の整理と類似行事の統合検討 31 

③社会教育団体等の相互交流機会の創出 32 

④地区単位で組織されている各種団体間の交流推進と統合の検討 33 

⑤集落間の交流機会の創出 34 

 35 

（２）自発的・主体的な地域活動の支援 36 

①地域をみがく活動の推進（集落点検や魅力発見事業・住民同士の交流機会の増） 37 

②集落維持及び集落交流の充実（交付金活用による課題解決・活性化） 38 

③外部有識者を活用した実践活動の推進（産学官民の連携） 39 

④各種ボランティア活動への支援 40 

 41 
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（３）助け合いによる集落・地域づくりの推進 1 

①集落伝統行事等の伝承活動や集落・地区を知る運動の推進 2 

②集落維持・集落交流のための交付金制度の充実 3 

③集会所の積極的な活用のための環境の確立（施設の維持管理・集落交流の場としての整備） 4 

④買い物困難者への支援やサポート 5 

 6 

（イ）新たな視点による地域づくり 7 

（１）移住者に対する情報提供の仕組みづくり 8 

①町の定住支援策や生活するための解説書の作成 9 

②空き家等生活する住居の情報提供 10 

③定住等の相談窓口の設置（情報の一元化） 11 

 12 

（２）地域おこし協力隊・集落支援員の活用 13 

①集落での地域おこし協力隊の活用モデル事業への取り組み 14 

②各種課題に対しての地域おこし協力隊の活用検討 15 

③集落支援員による集落点検と各種事業の展開 16 

 17 

（３）関係人口の創出・拡大 18 

①関係人口を活かした地域課題解決への取組 19 

②外部人材のスキルや新たな知見等を活かした地域づくり 20 

③只見高校卒業生ネットワークや関係人口人材バンクなどの創設 21 

 22 

(３) 計画 23 

事業計画（令和８年度～12年度） 24 
持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

９ 、集落の

整備 

(2)過疎地域持続

的発展特別事業 
    

  

集落整備 ○地域づくり推進交付金事業 

高齢化、過疎化が進む中で、地域の活性

化や地域課題の解決に取り組む町内の集落

等に対して補助を行う。 

町 

住民自ら地域活性化、

地域課題の解決に取り

組むことで安定的かつ

継続的な実践が見込ま

れる。 

   

○集落運営支援交付金事業 

 地域コミュニティの基礎単位である集落に

おいて、機能の低下が顕著となっている集落

組織の運営及び活動拠点としての集落集会

施設の管理運営を支援する。 

町 

 25 

(４) 公共施設等総合管理計画等との整合 26 

予防保全的管理による施設の長寿命化を図ることで、計画的かつ効率的な管理に努めてい27 

くという只見町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過28 

疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 29 

30 
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11．地域文化の振興等 1 

(１) 現況と問題点 2 

物質的な豊かさにも増して、心のゆとりや精神的な充実感が求められる時代となり、地域で3 

培われた文化に対する興味や関心が高まっていますが、本町は文化施設が少ないため住民が4 

芸術・文化に接する機会に恵まれていません。文化活動は、「只見町文化協会」が中心となり5 

加盟団体の育成や地域に根ざした活動を行っています。しかし過疎化の影響や構成員の高齢6 

化が進んだことで若者の参加が減少傾向にあり、文化団体の活動も一部を除いて停滞気味と7 

なっており、さらなる環境整備が必要となっています。 8 

本町の文化財は、歴史的・学術的な価値を持つものが多く、郷土の文化遺産として後世に受9 

け継ぐことが必要です。有形文化財（建造物、古文書、考古資料等）や無形文化財（年中行事10 

や郷土芸能等）は、保護・活用していかなければなりませんが、後継者不足が大きな課題とし11 

てあります。また、町内には、国指定重要文化財の収蔵・展示を行う「ただみ・モノとくらし12 

のミュージアム」が、令和 4（2022）年に公立博物館として開館しているほか、只見町の発展13 

の礎となり、ダム湖に沈んだ田子倉集落を記念する「ふるさと館田子倉」や、幕末に八十里を14 

越え只見の地で終焉を迎えた越後長岡藩家老・河井継之助に関する資料を展示した「河井継之15 

助記念館」が開設されています。これらの施設をさらに活用するとともに、町内外に向けて文16 

化財や地域の歴史への関心を高める取り組みが求められます。 17 

今後開通する国道 289 号八十里越に合わせて、歴史の道八十里越えの果たした役割と価値18 

を再認識し八十里越新道の国指定史跡の指定を目指すとともに、新潟県三条市、魚沼市との広19 

域的連携に交流促進を図っていく必要があります。 20 

 21 

 (２) その対策 22 

（ア）文化活動の推進と奨励 23 

 ①文化活動の推進と奨励 24 

 ②文化活動推進体制の整備（文化協会への支援） 25 

 ③文化行事の開催（文化祭、文化講演会等） 26 

 ④芸術鑑賞の機会の充実（演劇、音楽、美術等） 27 

 28 

（イ）文化財の保護と伝承 29 

 ①文化財調査、指定保護運動の推進 30 

 ②文化遺産の保護・活用（八十里越えの史跡化） 31 

 ③民俗文化財の保存と活用 32 

 ④天然記念物の保護 33 

 34 

（ウ）伝統文化を継承する人材の育成 35 

 ①人の技・物・食の伝承 36 

 ②郷土芸能と伝統工芸の後継者育成 37 

 ③伝統行事の継承 38 

 39 

（エ）文化保存環境の整備 40 

 ①文化施設の利活用推進 41 
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 ②文化施設機能の整備 1 

 ③文化資料等のデーターベース化と情報発信 2 

 ④八十里越の利活用推進 3 

 4 

(３) 計画 5 

事業計画（令和８年度～12年度） 6 
持続的

発展 

施策区

分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

10、地域

文化の

振興等 

(2)過疎地域持続的

発展特別事業 
    

  

地域文化振興 ○歴史の道八十里推進事業 

 国指定の文化財登録を目指し八十

里越古道の認知向上を図る。 

町 

郷土の歴史・文化の理解を深め、

持続的な地域資源の保全利活用

の推進につなげる。 

 8 

(４) 公共施設等総合管理計画等との整合 9 

予防保全的管理による施設の長寿命化を図ることで、計画的かつ効率的な管理に努めてい10 

くという只見町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過11 

疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 12 

 13 

14 
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12. 再生可能エネルギーの利用の促進 1 

(１) 現況と問題点 2 

 CO²削減は世界的な取り組み（パリ協定）となっており、日本は 2050年脱炭素が目標3 

（2050カーボンニュートラル）となっており、日本でも民間企業や金融機関も積極的取り組4 

みが増加しています。本町では車は主にガソリンか軽油を使用（主に原油を中東から輸入し5 

遠方から運搬）（灯油も同様）、電気は東北電力等から購入（主力燃料は火力発電などで石6 

炭をロシア等などから輸入して発電）しており、町は多くのお金を海外へ流出させ、エネル7 

ギー資源を購入しています。また、エネルギー利用に際し多くの二酸化炭素（CO²）を発生8 

させています。 9 

 この状況から脱却すべく脱炭素社会（再生可能エネルギーの導入等）の実現を推進が求め10 

られています。特に自然環境及び生物多様性と人間との調和と共生を図り、持続可能な地域11 

社会を実現するというユネスコエコパークの理念・目的を達成するため、また、地球温暖化12 

や自然災害の頻発を防ぐためにも再生可能エネルギーの利用促進及び脱炭素地域社会の実現13 

に取り組む必要があります。 14 

 再生可能エネルギーには太陽光発電、風力、水力、地熱、バイオマス、潮力などが挙げら15 

れますが、本町では住宅用太陽光発電の普及と間伐材を熱エネルギーとして利用する薪エネ16 

ルギーの推進を図っています。これらの推進を図るともに、引き続き本町が有する自然環境17 

資源を活用した再生可能エネルギーの可能性を調査開発研究し、脱炭素地域の実現に取り組18 

む必要があります。 19 

 20 

(２) その対策 21 

（ア）地域再生エネルギー創出の取組み 22 

①田子倉、只見、大鳥発電所等、大規模電力の地域での電力利用推進 23 

②小中水力発電の調査開発研究 24 

③地域地熱発電の調査開発研究 25 

④木質・その他バイオマス等の利用促進 26 

⑤太陽光発電の利用促進 27 

 28 

（イ）住民への支援や公共施設での利活用 29 

①環境配慮型車両の導入促進 30 

②住宅向け太陽光発電等の推進 31 

③薪エネルギーの導入促進 32 

④公共施設、機関等での再生可能エネルギーの活用 33 

⑤再生可能エネルギーの創出や利活用を推進する組織等の支援 34 

 35 

36 



45 

(３) 計画 1 

事業計画（令和８年度～令和 12年度） 2 
持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

11、再生可能エ

ネルギーの利

用の推進 

(1)再生可能エネル

ギー利用施設 
○薪ｴﾈﾙｷﾞｰ推進事業 町 

 

(2)過疎地域持続的

発展特別事業 
    

  

再生可能エネ

ルギー利用 

○住宅用太陽光発電ｼｽﾃﾑ導入促進事業 

 再生可能エネルギーの地産地消を促進

し、温室効果ガスを削減するとともに環境

保全についての意識啓発や災害時の電源

確保を図る。 

町 

再生可能エネルギーの

地産致傷と環境保全に

ついての意識啓発、地

域内の経済循環を図

る。 

  

   

○薪ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進事業 

 間伐材の薪炭利用によるｴﾈﾙｷﾞｰの地産

地消と町内における経済循環を促し低炭

素社会の実現を図る。 

町 

 3 

(４) 公共施設等総合管理計画等との整合 4 

予防保全的管理による施設の長寿命化を図ることで、計画的かつ効率的な管理に努めてい5 

くという只見町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過6 

疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 7 

8 
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13．その他地域の持続的発展に関し必要な事項 1 

(１) 現況と問題点 2 

（ア）自然保護意識の醸成（人間と自然の共生） 3 

平成 26 年 6 月 12 日に只見町全域と檜枝岐村の一部が「只見ユネスコエコパーク」に登録4 

となりました。これは、特異な自然環境やそこで暮らす私たちの暮らしが世界的に認められた5 

結果でもあります。しかし、その素晴らしさに私たちがまだまだ気づいていないという一面も6 

多くあり、登録を契機にもう一度自然の大切さや地域に存在する貴重な宝を再発見・再確認し7 

理解を深め、心から自然保護意識を醸成する必要が求められています。 8 

ユネスコエコパークの理念・目的は、「保護・保全」「持続可能な地域振興」「学術調査研究・9 

人材育成」の 3点にあります。この理念・目的に基づき、生物多様性保護（野生生物保護条例）10 

の制定や、身近に親しめる森や川の整備による自然環境と野生生物の保護・保全が必要とされ11 

ています。また、各種自然環境の基礎調査などの学術調査やガイドの育成を行い自然の価値を12 

高めるとともに、私たち一人一人の自然保護意識の醸成により、自発的な行動を促し、自然環13 

境を保護・保全し、自然環境との共生を図り持続可能な地域振興へと結びつける行動が求めら14 

れています。 15 

 16 

（イ）民間と行政が協働するまちづくり 17 

地域の自立活性化を推進するために、今までは行政指導型の事業や施策が実施されてきま18 

した。近年の地方分権の時代では、そこに住む住民が大きな志を持ち、それぞれ持っている個19 

性を活かすとともに、住民自らの発想で町を育ててくという心構え、熱意、行動力を持つ事が20 

必要です。そのために、住民と行政が果たすべき役割を明確にし、目標に向かって協力・連携21 

していく事が大切です。民間企業やＮＰＯ、ボランティアグループなども様々な活動を行って22 

きており、行政ではそうした活動を支援する制度充実等を図る必要があります。 23 

 24 

（ウ）遊休施設の活用、既存施設の長寿命化 25 

人口減少や少子化の進行により遊休化した学校施設や地域課題の変遷により用途の見直し26 

が必要な公共施設が存在しており、その有効活用が課題となっています。 27 

これらの施設について、地域資源を最大限活用する起業支援施設や産業振興施設など、地域28 

ニーズに対応した有効利用のための改修等を検討する必要があります。あわせて、老朽化した29 

既存施設を将来にわたり安全・安心に利用するための長寿命化対策を講じるとともに、有効活30 

用が見込めない施設については安全面に配慮し解体撤去の取り組みを進める必要があります。 31 

 32 

（エ）雪と共存するまちづくり 33 

国内屈指の豪雪地帯である本町は、雪がもたらす豊富な水と広大な森林が１年を通じて安34 

定した水量を供給し、その恩恵を受けて様々な生産活動を行い、収穫物を得ながら暮らしてき35 

ました。しかし、冬季間の生活が非常に厳しく高齢化が進行している現状では生命の危機に瀕36 

することも大げさなことではありません。高齢者世帯は今後とも増加することが予想され、除37 

雪等の支援の充実が喫緊の課題です。また、緊急事態において車両の通行が容易に行える道路38 

の整備も必要です。一方、雪は確かに厳しいものですがその利用法を考えれば無限の可能性が39 

あるのもまた事実です。現在は利雪対策として「雪まつり」が行われており、観光客の誘致に40 

大きな役割を果たしていますが観光的資源としてだけでなく、様々な視点から利雪の方法を41 

模索していく必要があります。 42 
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 1 

(２) その対策 2 

（ア）自然保護意識の醸成（人間と自然の共生） 3 

（１）自然環境の保全 4 

①自然環境の基礎調査の実施 5 

②「自然首都・只見」学術調査事業の実施 6 

③高層湿原・湖沼、巨樹・巨木、希少動植物の保護・保全 7 

④生態系のモニタリングと外来種の侵入防止・駆除 8 

 9 

（２）自然の利活用 10 

①「ただみ自然観察の森」の整備推進と積極的な活用 11 

②安心・安全な水辺環境の整備と川や湖に親しむ機会の創出 12 

③町公認自然ガイドの育成 13 

④「只見ブナセンター」を中心とした環境教育、実習、各種研修の実施 14 

⑤八十里古道の史跡化 15 

⑥自然資源を活用した特産品づくりと地域振興 16 

⑦ネイチャーポジティブ宣言の推進と企業との連携 17 

⑧自然環境を活用した新エネルギーの開発やデータセンター等企業誘致の推進 18 

⑨只見ユネスコエコパーク推進条例（仮）の制定と推進 19 

 20 

（イ）民間と行政が協働する地域づくり 21 

①民間企業及び NPO等各種団体との協働体制の確立 22 

②地域活動の拠点となる集会施設整備 23 

③集落づくりにつながる地域活動の支援 24 

 25 

（ウ）遊休施設の活用、既存施設の長寿命化 26 

①公共施設等の活用に関する調査 27 

②公共施設の長寿命化計画の策定 28 

 29 

（エ）克雪・利雪対策 30 

①只見ふるさとの雪まつりをはじめとした雪を楽しむ観光の促進 31 

②雪かきなど雪国体験機会の創出による交流人口の拡大 32 

③雪エネルギーの利用など特性を活かした仕組みづくりの検討 33 

④雪の恵みを学ぶ環境教育の実施 34 

⑤雪国文化の継承と産業振興への活用 35 

⑥道路除雪機械の計画的整備と充実、除雪オペレーターの確保・育成 36 

⑦地域除雪の担い手への継続的支援 37 

⑧通学路の点検と安全対策の充実 38 

⑨高齢者世帯等の除排雪支援体制の充実 39 

⑩雪国に適した道路整備の推進 40 

⑪住宅の克雪対応の推進と危険落雪箇所の解消 41 

⑫地域社会で雪害を防ぐ相互扶助意識の確立 42 

⑬効率的な除排雪体制の検討・整備 43 



48 

 1 

 (３) 計画 2 

事業計画（令和８年度～令和 12年度） 3 
持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

12、その他地域

の持続的発

展に関し必要

な事項 

(1)過疎地域持

続発展特別事

業 

○克雪対策補助事業 

 雪と共存するまちづくりのためには町民の

克雪対策事業への支援が必要である。除

雪支援業者として登録を行った事業者へ

は除雪機購入について補助金を交付し、よ

り一層の高齢者世帯等除雪問題解決を図

る。 

町 

持続的な雪に負けない暮ら

しづくりを実現する。冬季間

の安心・安全な生活の一部

を支える。 

 4 

(４) 公共施設等総合管理計画等との整合 5 

予防保全的管理による施設の長寿命化を図ることで、計画的かつ効率的な管理に努めてい6 

くという只見町公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、整合性を図りながら、過7 

疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 8 

9 
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事業計画（令和８年度～令和 12年度） 過疎地域持続的発展特別事業分 1 
持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

１、移住・定住・地

域間交流の促

進、人材育成 

     

  

移住・定住 ○空き家対策補助事業 

 老朽化し、危険な状態となる空き家を

防止するための対策として、空き家改修

及び解体するための補助を行う。 

町 

空き家の適正管理（利活

用・解体）をすることで持続

的な移住、定住促進、景観

整備等につなげる。 

  

○住宅取得支援事業 

 空き家の有効活用を図るため、住宅を

取得する費用に対して助成を行う。 

町 

町内空き家の解消すること

で、持続的な移住、定住促

進等につなげる。 

２、産業の振興      

  

  

第１次産業 ○農業用施設整備事業 

 国・県の補助事業の該当とならない小

規模の施設について補助金を交付す

る。  

町 

農業施設整備が促され、生

産機能の維持が図られ、将

来的にも農業経営の安定

化が図られる。 

  

  

観光 ○交流促進施設管理運営事業 

 只見町交流促進センター「季の郷湯ら

里」の安定的な施設運営と誘客を促進

する。  

町 

町唯一の温泉施設の安定

運営により、雇用確保と交

流・関係人口増を図り地域

の持続発展につなげる。 

  

  

○観光施設管理運営事業 

 観光施設（只見スキー場・保養センタ

ー）の安定的な施設運営と誘客を促進

する。  

町 

町唯一の観光施設の安定

運営により、雇用確保と交

流・関係人口増を図り地域

の持続発展につなげる。 

  

  

○教育旅行推進事業補助金 

風評被害等の影響により只見町への

教育旅行の減少している。それらの対策

として、ユネスコエコパークを活用した環

境学習を中心とした誘致活動を推進する

ため、宿泊費、交通費等の補助を行う。  

町 

誘致活動により、教育旅行

参加者が交流人口・関係人

口につなげる。 

  

  

○雪まつり実行委員会補助金 

 克雪・利雪そして冬の誘客を図るため、

雪まつりにかかる補助金を交付する。  

町 

県内最大冬の一大イベント

として定着させ、交流人口・

関係人口につなげる。 

  

  

企業誘致 ○誘致企業除雪費支援事業 

豪雪地帯である当町に誘致する企業

にとって、冬季間の除雪対策は課題の

一つである。町では、雇用など大きく貢

献する企業に対して除雪費用の一部を

補助として支援している。  

町 

条件不利地域での企業支

援をすることにより、安定的

な経営と今後の企業誘致に

結び付ける。 

４、交通施設の整

備、交通手段

の確保 

  

     

  

公共交通 ○地域公共交通運行事業 

 町内の生活交通手段であるデマンドタ

クシーの運行事業、隣町の定期路線バ

スなど地域内の様々なニーズに対応す

る公共交通の構築を図る。  

町 

療・福祉・観光などに対応

する交通体系を整え、持続

的発展につなげる。 

５、生活環境の整

備 

  

     

  

防災・防犯 ○防災等危機管理対策事業 

 ハザードマップの更新を行いブラッシュ

アップする。 

町 

具体的被害を予測し、将来

にわたり町民の命を守る避

難行動につなげる。 

６、子育て環境の

確保、高齢者

等の保健及び

福祉の向上及

び増進 

  

     

  

高齢者・障害

者福祉 

○除雪支援保険事業 

 町内の除雪支援業者との契約により、

軒下除雪を依頼した高齢者世帯等で国

民健康保険などの軽減を受けている世

帯へ、その費用の一部を助成。 

町 

冬季間の高齢者等の安心・

安全な生活の一部を支え、

将来にわたり高齢者世帯等

の除雪問題解決を図る。 

８、教育の振興      

  

  

幼児教育 ○認定こども園運営ｻﾎﾟｰﾄ事業 

 安心して子どもを育てられる環境は、過

疎地域への定住を促す上で必要不可欠

町 

安心できる子育て環境の充

実を図り、定住人口と出生

率の増加につなげる。 
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な条件であり、こども園運営のためのｱﾄﾞ

ﾊﾞｲｻﾞｰの招致によりの安定的運営と子

育て環境の充実を図る。 

  

  

義務教育 ○小中学校学力向上事業 

学校教育（義務教育）は、子育てをし

ていく上で不可欠な基本的な事であり、

過疎地に住んでも子どもへ影響を及ぼさ

ない対策が必要である。町では、教師・

児童生徒・保護者に対して学力向上とな

る各種事業を実施する。 

町 

人材育成に必要な基礎学

力を高め、多様な人材を育

成し将来の町の発展基礎と

なる。 

  

  

高等学校 ○只見高校振興対策事業 

 過疎地での少子化による県立高等学

校の生徒数減少を抑え、様々な支援策

により生徒の確保や教育環境の充実を

図る。 

町 

高校振興による地域振興を

図ることで、交流・関係人口

を増やし将来にわたり地域

の持続発展につなげる。 

 

  

  

その他 ○中体連等補助金事業 

只見中学校生徒の体育、学芸の振興

及びスポーツ・文化を通した健全育成を

目的として、中体連等の大会に参加する

ための経費について補助金を交付す

る。 

町 

人材育成に必要な対外的

な大会参加の機会を高め、

多様な人材を育成し、将来

の町の発展基礎となる。 

９、集落の整備      

  

  

集落整備 ○地域づくり推進交付金事業 

高齢化、過疎化が進む中で、地域の

活性化や地域課題の解決に取り組む町

内の集落等に対して補助を行う。 

町 

住民自ら地域活性化、地域

課題の解決に取り組むこと

で安定的かつ継続的な実

践が見込まれる。 

  

   

○集落運営支援交付金事業 

 地域コミュニティの基礎単位である集

落において、機能の低下が顕著となって

いる集落組織の運営及び活動拠点とし

ての集落集会施設の管理運営を支援す

る。 

町 

10、地域文化の

振興等 

  

     

  

地域文化振興 ○歴史の道八十里推進事業 

 国指定の文化財登録を目指し八十里

越古道の認知向上を図る。 
 

郷土の歴史・文化の理解を

深め、持続的な地域資源の

保全利活用の推進につな

げる。 

11、再生可能エ

ネルギーの利

用の推進 

     

  

再生可能エネ

ルギー利用 

○住宅用太陽光発電ｼｽﾃﾑ導入促進事

業 

 再生可能エネルギーの地産地消を促

進し、温室効果ガスを削減するとともに

環境保全についての意識啓発や災害時

の電源確保を図る。 

町 

再生可能エネルギーの地

産致傷と環境保全について

の意識啓発、地域内の経済

循環を図る。 

  

   

○薪ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進事業 

 間伐材の薪炭利用によるｴﾈﾙｷﾞｰの地

産地消と町内における経済循環を促し

低炭素社会の実現を図る。 

町 

12、その他地域

の持続的発展

に関し必要な

事項 

 ○克雪対策補助事業 

 雪と共存するまちづくりのためには町

民の克雪対策事業への支援が必要であ

る。除雪支援業者として登録を行った事

業者へは除雪機購入について補助金を

交付し、より一層の高齢者世帯等除雪問

題解決を図る。 

町 

持続的な雪に負けない暮ら

しづくりを実現する。冬季間

の安心・安全な生活の一部

を支える。 
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